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佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

第４回 会 議 次 第 
 

日 時：平成２０年１０月３０日（木）１４：００～ 

場 所：鹿町中学校体育館 

□ 開 会 

□ 会長挨拶 

 

□ 議事 

 【説明事項】 

   協議項目及び協議予定について 

 

 【協議事項】（前回提案分 → 今回協議） 

   協議第２２号   「財産・負債の取扱い」について 

   協議第２３号   「特別職の身分の取扱い」について  

   協議第２４号   「条例・規則等の取扱い」について 

   協議第２５－１号 「一部事務組合・広域連合の取扱い（その１）」について 

協議第２６－１号 「使用料・手数料の取扱い（その１）」について 

協議第２７号   「附属機関等の取扱い」について 

協議第２８－１号 「補助金・交付金等の取扱い（その１）」について 

 

【提案事項】（今回提案分 → 次回協議） 

   協議第２６－２号 「使用料・手数料の取扱い（その２）」について 

   協議第２８－２号 「補助金・交付金等の取扱い（その２）」について 

   協議第２９号   「公共的団体の取扱い」について 

協議第３０－１号 「介護保険事業の取扱い（その１）」について 

協議第３１号   「子育て福祉制度の取扱い」について 

協議第３２号   「地区組織の取扱い」について 

協議第５－ １号 （別冊） 

「まちづくり計画（新市基本計画）の策定」について 

 

【報告事項その１】 （１市２町議会の協議結果について報告） 

   協議第１２号   「議会の議員の定数及び任期の取扱い」について 

              

 【報告事項その２】（別冊） 

   報告第３号 事務事業の調整結果報告（調整案件 Ｂ以下 幹事会調整事項） 

   報告第３－ ７号 「総務部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－ ８号 「都市整備部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－ ９号 「市民・町民部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－１０号 「子ども未来部会の事務事業の取扱い」について 

   報告第３－１１号 「水道部会の事務事業の取扱い（その１）」について 

 

【報告事項その３】 

   報告第４号 「協議会委員の変更」について 

 

□ その他 

次回日程について など 

□ 閉 会 
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第４回佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会 

平成２０年１０月３０日（木） 

 

 

１.開会 

【事務局】  定刻となりましたので、ただいまより第４回佐世保市・江迎町・鹿町町合

併協議会を開会いたします。 

 まず初めに、本日の委員の皆様の出欠状況をお知らせいたします。江迎町地域委員の新

谷委員が体調の不良により辞任されております。したがいまして、出席の委員は２９名中

２９名で、協議会規約第１０条第１項の規定に基づきまして、協議会委員の半数を超えて

おりますので、本協議会が成立していることを報告いたします。 

 続きまして、本日の会議で使用いたします資料の確認をさせていただきます。本日の資

料も多岐にわたっておりますので、現物をお示ししながらご確認させていただきます。 

 まず、事前に委員の皆様に送付しておりました「第４回会議次第」、それから、Ａ３判で

印刷しております「行財政調書」、それから、別冊といたしまして協議第５－１号「まちづ

くり計画（新市基本計画）の策定」について、６６ページものの厚い冊子です。それから、

「まちづくり計画」策定に係る地域意向調査の結果概要について【報告資料】、それから、

まちづくり計画の〔用語解説資料〕、それから、Ａ３判で印刷しております「まちづくり計

画」《概要資料》の両面コピーの１枚ものです。それから、「まちづくり計画」（素案）にお

ける地域意向（主に江迎町・鹿町町関連）の反映についての《一覧表》。それから、【報告

事項その２】につきましても、別冊といたしまして報告第３－７号「総務部会の事務事業

の取扱い」についてから報告第３－１１号「水道部会の事務事業の取扱い（その１）」につ

いてまで全部で５冊あります。さらに、本日お配りしております右上に「差替」と記載さ

れました「第４回会議次第」表紙のみです。それから、報告第４号「協議会委員の変更」

について、１枚ものです。また、前回の協議会で提案し、今回の協議事項になっておりま

す第３回会議次第と、本日は【報告事項その１】で協議第１２号の「議会の議員の定数及

び任期の取扱い」について、１市２町の議会の協議の結果についてご報告がございます。

それで、「第２回会議次第」がご必要となりますけれども、お持ちでしょうか。お持ちでな

い方は、事務局で準備をしておりますので挙手をお願いいたします。第３回の会議次第に

ついて、第２回も必要となります。もう一度、挙手をお願いします。 

 すみません、資料は後でお配りしますので、続けさせていただきます。 

 それでは、会議次第に基づきまして進めさせていただきます。 

 まず、会長であります朝長佐世保市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

２.会長あいさつ 

【朝長会長】  皆さん、こんにちは。朝長でございます。やっと秋らしくなってきた感

じがございますが、委員の皆様方にはそれぞれにご健勝で、本日ご参加をいただきまして

まことにありがとうございました。まずもって御礼申し上げる次第でございます。本日は、

鹿町町で初めての協議会の開催ということでございます。鹿町町の皆さん方にもたくさん

傍聴いただいているようでございますんで、どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でご



 -2-

ざいます。 

 それでは、佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会第４回を開催させていただくわけでご

ざいますが、皆様方には大変お忙しい中にご参集いただきましてまことにありがとうござ

いました。重ねて御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、先月３０日に佐世保市にて開催をいたしました第３回協議会においては、「慣行の

取扱い」をはじめ８項目にわたりご決定をいただき、まことにありがとうございました。

本日は、前回提案されました「財産・負債の取扱い」を含め、７項目につきましてご協議

をいただきたいと存じております。また、次回協議項目といたしまして、本日、７項目を

提案させていただいております。さらに、報告事項といたしましては「議会の議員の定数

及び任期の取扱い」につきまして、１市２町の議会での協議結果について報告を賜りたい

と存じます。Ｂランク以下の報告項目も５つの部会にわたり盛りだくさんの内容で、委員

の皆様には大変ご苦労をおかけいたしますが、最後まで活発なご議論を賜りますようよろ

しくお願いを申し上げまして、会長としてのごあいさつといたします。 

 よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

【事務局】  ありがとうございました。 

 議事に入る前に事務局よりお願いを申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、電源をお

切りになるかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、これから先の議事につきましては、会長に議長としての進行をお願いいたし

ます。会長、よろしくお願いします。 

 

３.議事 

【朝長会長】  それでは、規約に基づき、議長を務めます。時間の関係もございますの

で、早速議事に入りたいと思いますが、事務局より開会時の資料等の確認の中で説明があ

りました会議次第の差しかえについて、事務局より説明を求めます。 

【事務局】  本日お配りをしております差しかえの資料、２ページものでございますが、

これを見ていただきたいと思います。事前に各協議会委員の皆様には資料を送っておりま

したが、この１枚目の部分を差しかえにするということにさせていただいております。 

 変更した点につきましては、会議次第の下のほうを見ていただきたいんですが、報告事

項その１、その２とありますが、その次に【報告事項その３】（別紙）ということで、次の

ページになりますけれども報告第４号「協議会委員の変更」についてということの追加を

行ったために今回、差しかえをさせていただいております。 

 あわせまして、この報告第３号につきましては、新委員の委嘱等を行うため、先に議題

としていただきたいと思いますので、会長よりよろしくお取り計らいくださるようお願い

したいと思います。 

【朝長会長】  ただいま事務局から依頼がございましたので、まず初めに報告事項その

３を議題といたします。改めて報告第４号「協議会委員の変更」についての報告を求めま

す。 

 

（１）報告事項その３ 

【事務局】  差しかえ資料をお開きください。報告第４号「協議会委員の変更」につい
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てでございますが、今回、急を要する事項として報告第４号「協議会委員の変更」につい

てご説明をしたいと存じます。 

 江迎町新谷委員から、体調不良により協議会委員の辞退の申し出がございました。協議

会におきます委員の空白の時間をできるだけ避けるために、江迎町長よりご推薦がござい

まして、１市２町で協議を整えまして、小川肇様への委員の変更について報告をするもの

でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいま事務局から報告がございました小川委員におかれましては、こ

の第４回から早速参加をしていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 ここで小川委員さんに着席をしていただきたいと思います。小川委員さん、お見えでご

ざいますか。 

（小川委員着席） 

【朝長会長】  ここで、本来であれば委嘱状を交付すべきところでございますが、時間

の関係もあり、机上に会議資料とともに事前に準備させていただいております。省略させ

ていただくことをお許しをいただきたいと思います。 

 それでは、小川委員さんより自己紹介をお願いいたします。 

【江迎町小川委員】  ただいまご紹介をいただきました江迎の小川肇でございます。 

 この合併協議の４回目に、江迎の町長から、新谷委員さんのかわりに、ピンチヒッター

にお願いしますという話がございまして、私は、今日は県北農協委員会、いわゆる農業会

議の視察研修がございまして、出席ができないと申し上げましたら、町長が、福岡の温泉

で一杯やるからどう、おれが一杯おごるからという話でございましたので、快く参加をい

たしましたけれども、今日からこの勉強に非常に私も緊張をいたしております。今後は、

委員の皆さん方からかわいがっていただいて、そして、温かいご指導をいただいて１市２

町の合併を行う方向へ向けて懸命に努力をさせていただきたいと思っております。どうぞ

委員の皆さん方、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

【朝長会長】  ありがとうございました。小川委員にはよろしくお願いをいたします。 

 それでは、第４回会議次第に沿って議事に入りたいと思います。協議会の議論を実のあ

るものとするため、皆さんの積極的な意見をお願いをしたいと思います。 

 

（２）説明事項 

【朝長会長】  まず初めに、説明事項を議題といたします。協議項目及び協議予定につ

いて、事務局の説明を求めます。 

【事務局】  すみません、「第４回会議次第」、６０ページものの１ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 ここに協議項目及び協議予定ということでお示しをしております。今日は４回目になり

ますので、提案時期の４回目を見ていただきますと丸をつけたり黒丸をして括弧書きをし

ておりますが、今日、ご論議いただきますのがこの第４回の部分だということでお願いし

たいと思います。５回以降につきましては、その次の欄に丸印として今後、ご議論いただ
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く事項をお示しをしております。 

 その横、決定日でありますが、既に３回、協議会で合意をしておりますので、それまで

に決まったものについては、ここにいつ決まりましたということを書いております。方向

性を決めたり協議の方法等を決めたりしたものは、括弧書きということにさせていただい

ております。 

 以上のようなことで今後の協議を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質疑をお受けしたいと思いますがございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、説明事項については、事務局の説明のとおり進めたいと思い

ます。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように取り計らいます。 

 

（３）協議事項 

①協議第２２号 

【朝長会長】  次に、協議事項を議題といたします。 

 この協議事項については７件ございます。順次１件ごと協議をしていただき、お諮りを

したいと考えております。 

 まず、協議第２２号「財産・負債の取扱い」についてを議題とさせていただきます。第

３回協議会での提案時に説明を受けておりますが、事務局より改めて説明を求めます。簡

潔にお願いします。 

【事務局】  それでは説明申し上げます。 

 資料は第３回の会議次第でございます。資料がころころ変わりまして大変申しわけござ

いませんが、「第３回会議次第」、８４ページものの３ページをお開きいただきたいと思い

ます。よろしゅうございましょうか。 

 協議第２２号「財産・負債の取扱い」についてでありますが、財産・負債の取扱いにつ

きましては、江迎町、鹿町町の財産、これは公有財産、物品及び債権並びに基金等でござ

います。それから、負債、これは地方債、債務負担行為等でございますけれども、これら

につきましてはすべて佐世保市に引き継ぐということでの提案でございます。前にもご説

明申し上げましたように、次の３ページから１７ページまで詳しく佐世保市の財産・負債、

あるいは江迎町、それから鹿町町の財産・負債につきまして詳しくこういうものがござい

ますということをご説明申し上げました。これらにつきまして、江迎町、あるいは鹿町町

の財産・負債については佐世保市に引き継ぐということで提案をしているものでございま

す。前回に詳しくご説明申し上げておりますので、以上のことでご審議をお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

【朝長会長】  ただいま事務局から説明がございましたが、この説明につきましてご質

疑、ご意見はございませんでしょうか。松尾委員、お願いいたします。 
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【佐世保市松尾委員】  佐世保の松尾です。ただいまの協議第２２号「財産・負債の取

扱い」について提案をしたいと思います。 

 本件につきましては、すべて佐世保市に引き継ぐとなっておりますが、現時点ですべて

ということではなく、整理を必要とする分につきましては合併の間に可能な限り整理を行

った上で引き継ぐという意味合いから、協議事項の「すべて佐世保市に引き継ぐ」を「原

則として佐世保市に引き継ぐ」と修正されるように提案したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【朝長会長】  ただいま修正案が佐世保市の議会代表委員より出されました。「すべて佐

世保市に引き継ぐ」というのを「原則として佐世保市に引き継ぐ」ということでの修正を

したほうがいいのではないかというご提案のようでございますけれども、そういうことで

すか。そうですね。 

 この件につきまして、委員の皆様にご意見をお伺いする前に、補足でございますか。で

は、お願いいたします。 

【佐世保市久池井委員】  補足説明をさせていただきたいと思いますけれども、今、佐

世保市のほうで調査特別委員会を設けておりまして、財産・負債について調査をずっと進

めさせていただいておりますが、かなりの数がございましてなかなか思うとおりにいかな

いというのが現状でございます。そしてまた、現時点でのこの財産・負債の取扱いについ

ての協議提案ということであれば、すべてというのにはちょっと無理があるという感じが

しております。考え方としてはすべて引き継ぐという方向性で進めてまいりたいと考えて

おりますけれども、先ほど議長からのお話がありましたように、新市にできるだけ課題を

先送りしないように、できるだけの整理というのを各町でしていただきたいという意味を

含めまして、原則という言葉に直していただければと、現時点ではそういった形で検討を

していただければという提案でございますので、よろしくお願いをいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいま、修正提案の補足説明があったわけでございますが、委員の皆様にご意見をお

伺いする前に、事務局よりこのことについて何か説明がございましたらお願いいたします。 

【事務局】  事務局からでありますが、この財産・負債の取扱いについてのご提案につ

きましては、編入合併の場合に、編入される自治体の江迎町さん、鹿町町さんは、合併に

よって法人格はなくなるわけでございますので、２町に係る財産・負債につきましては、

これを宙に浮かせるわけにはまいりませんので、すべて引き継ぐということでご提案を申

し上げております。 

 今、久池井委員のほうから補足説明がございましたように、引き継ぐという考え方は基

本的にはあるということでございましたが、今、修正のご提案、ご意見というのは、引き

継ぐことは当然なされるということが前提であるけれども、その中でお互いが理解した上

で、合併してよかったというような合併を進めていこうということで、財産・負債の引き

継ぎに当たりまして整理すべきことは一定整理していきながら、１市２町の新佐世保市の

円滑な行政運営、財政に向けてつながることを願って出された意見だととらえております。 

 事務局からの補足は以上でございます。 

【朝長会長】  事務局からの説明をもらったわけでございますけれども、何かこの件に

つきまして。はい、どうぞ。 
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【江迎町安富委員】  江迎町の安富でございますけれども、私は、この会議において、

また、前回説明があった折に、駆け込み工事はしてはだめですよというふうなある程度の

ご説明があったと思います。そういったことで、駆け込み工事とはどういったものか。今、

説明がございました原則としてとお変えになったようでございますけれども、まずもって

駆け込み工事というのは、まずは幹事会において金額的なこと、あるいは、いろいろの事

業で、そういった事業のどれはどこまでしていいですよというぐらいのお話があったもの

か、それとも、合併協議会が始まって以降はどの町村においてもいろいろな事業には着手

してはいけませんというふうなものかということをまずお伺いしたいと思います。 

【朝長会長】  事務局。 

【事務局】  資料の財産・負債の取扱いの４ページを見ていただきたいと思います。４

ページに佐世保市と江迎町の行財政調書をつけておりますが、その右側の欄の半分以下の

ところに参考事項ということで掲げておりますが、その丸の４番目を見ていただきたいと

思います。この中で、一定規模以上の財産の処分や負債の増加は、お互いに連絡し合うこ

との申し合わせを行いましょうと書かせていただいております。今、委員さんは、多分こ

のことをご指摘なさっていると、事務局としては考えます。 

 この意味ですが、一定規模以上というのは、具体的に幹事会の中でもご議論いただきま

したが、例えば金額を１０万円とか５０万円とか１００万円とか、そういうことを決める

わけではありません。あくまでお互いに１市２町にとってこれは大きな影響を及ぼすので

はないかということについては、実は、佐世保ではこういう事業を考えているから、これ

はやっていきますよ、あるいは、江迎町さんではこういう事業をもともと計画していた事

業だからやっていきましょう。ただ、こういう問題については、やっていかなければいけ

ない事業も出てまいりましょう。それから、それぞれ予算編成時におきましては、当然、

次年度の計画はやっていく必要がありますから、そういうものはやっていただくのは当然

のことでありますけれども、将来に影響を及ぼすようなことについてはお互いに協議会で

出していきながら確認し合っていきましょうということを幹事会の中でも決めていただい

たものでございまして、そういうことが駆け込みにはつながらないことになるだろうとい

うことで整理をしているものでございます。そういうことでぜひご理解をお願いしたいと

思います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  どうぞ。 

【江迎町安富委員】  その話し合いというのは結構なことでございますけれども、いつ

何どきの時期に話し合いをなさるのか。合併してからの話し合いか、それとも合併までに

は空白の期間というのがこれから１、２年ぐらいあるわけでございますので、その間にも

ろもろのお話しをして、この工事だったらやってもいいだろうということでございますか。 

【朝長会長】  どうぞ、事務局。 

【事務局】  今、委員ご指摘のように、合併協議には、まず法定合併協議会で協議をし

て、協議が整えば合併協定書を締結して廃置分合議案をそれぞれの議会にて合意をいただ

いて合併につなげていくということになります。したがいまして、この法定合併協議会で

の協議項目の論議は今が一番ピークだと思っておりますが、この合併協定書締結後も合併

準備をそれぞれしていく必要がございます。今までの４町との経験では、約１年間近くそ
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れにかかっております。当然、合併準備をしていきながら、いろいろな条例改正をしたり、

あるいは、電算の統合等の作業をしていくわけでございますが、その間、今確定的なこと

は言えませんけれども、少なくとも月に１度ぐらいは引き続き幹事会は継続をして、合併

に向かって最終的に決めていくこともございますので、それらを事務的に詰めていきなが

らやっていきます。それと並行して、この協議会の中で、例えば３カ月に１度ぐらいは協

議会を開かせていただきまして、ここはこのように進んでおります、こういうふうになっ

ておりますという報告もしていきたいと思っております。 

 そういう幹事会の中で、実は、私どもの町ではこのような計画をしているのですがどう

でしょうかというような議論をしやっていくということを考えておりますので、合併のぎ

りぎりまで幹事会は開かせていただきまして論議を続けていくということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

【江迎町安富委員】  特に、江迎の場合は、みんなもご承知と思いますけれども、行財

政改革ということで１３億の減額をやるということで方針を進めてまいりまして、非常に

我々議員をはじめ首長、あるいは副町長、あるいは職員の皆さん、あるいは町民一人一人、

いろいろなことでご苦労をかけて今日があるわけでございまして、ご承知のように経常収

支比率、あるいは公債費率ともに、長崎県におきましても上から数えて優秀であるという

ふうな町でございます。 

 そういった観点から、これに持ってきておりますけれども、江迎町といたしましても要

望事項、陳情事項、大体８０項目ぐらい上がっております。それと同時に、長期的な計画

で、６年間でやっておったわけでございますが、途中行革ということで２年間でストップ

をしております。この基盤整備におきましては、１期目は例えば誰々さん、２期目は誰々

さん、そういったことで名前まで指名して６年間でこの工事を完成するというふうなこと

で進んでおりまして、それが途中でやめておるということで、後から待っている人という

のは非常に残念である、どうなるのかという苦しい思いをしているわけでございます。 

 そういったことで、一番懸念していることは、やはり合併になってこういった要望事項

がどうなるのか。小さいことでございますから、全然できなくなるんじゃないか。大きな

ことだったらできるかもしれませんが、こういったもろもろ小さいことというのは、私は、

きれいな姿で佐世保に合併したい。同時に、佐世保側も、極端に言いますなら、きれいな

姿で、立派な嫁をもらったというふうな感じで佐世保も江迎町に来てもらうほうがよほど

いいんじゃないかという観点からこういった発言をしておるのでございまして、長崎県の

傍聴に行きましたが、金子知事が朝長市長に質問を出されましたが、そういったことで、

合併は何のためにあるのかというようなことをいろいろ論議に出されておりましたけれど

も、失礼ですが、うちの町長が、どうしても佐世保と合併するためにはある程度の嫁入り

道具を持っていかないと佐世保は受け入れてくれないというふうな考え方が非常に強くて、

もろもろのこういった工事というのがおくれてしまっている現状でございます。そういっ

たことで、できるだけ早く、やはり町民が安心して、佐世保に行っても小さいところの工

事もやってくれますよということで、我々江迎町議会としても進んでまいりたい。 

 同時に、江迎町自体も、この件につきましては議員の皆さんが何回も一般質問で出てい

るわけでございますが、それが実行されないという現状でございますので、そういったこ
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とで、江迎町のためにひとつ大いに幹事会の皆様が力を振り絞っていただければというふ

うな要望をいたして終わりにします。 

【朝長会長】  今のは、特に事務局のほうからないですね。要望でとどめておいていい

ですか。 

【江迎町安富委員】  はい。 

【朝長会長】  わかりました。 

 それでは、松田委員。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田と申します。 

 この文章の件で今、佐世保のほうから「すべて」を「原則として」ということを言って

いるわけですね。すべてと原則がどんな違いかよくわかりませんが、本来なら、先ほど事

務局よりお話しのとおり、合併したら法人格がなくなってしまうんですよね。残すことは

できないんですよ。それを原則と。原則というのは、例外があるという意味も含んでいる

わけですね。ひょっとしたらこれがだめですよという意味を含んでいると思うんですが、

それだったら原則と言わずにすべてにさせてもらいたい。原則としていたら、後、だれも

面倒見ません。何か問題があってもそれが宙に浮いてしまうんですから、普通考えてもそ

ういうことはあり得ないと思うんですが、そこら辺もう少しはっきり説明してください。

すべてと原則の違い。 

 よろしくお願いします。 

【朝長会長】  久池井委員。 

【佐世保市久池井委員】  おっしゃるとおりであると思います。 

 ただ、先ほどの趣旨説明の中で議長からお話しがありましたように、すべて引き継ぐと

いう方向性では進めていきましょう。ただ、課題を引き継がないで、できるだけ整理をし

ていただきたいという意味を込めての原則ということで、例外があるとか何とかというこ

とではない。 

 １つの例を申しますと、私有地の借地が結構あります。契約書が交わされていない物件

があるんですよ。そういったものをしっかり町時代に契約をしていただくとか、そういっ

た整理をしっかりしていただきたいという意味も込めて原則。だから、今の時期にこの協

議方向を決めるということであれば、そういった原則に直してもらいたい。時期的に今、

こういう財産・負債の取扱いの提案がされておりますので、この方向性を決めないといけ

ない。佐世保市議会として合併特別委員会の中で進めていく中で、少しいろいろな問題が

あり、ここはどうなっているのという問題があるので、原則という言葉を使わせていただ

きたいなということなんですよね。そういう意味でございます。 

【江迎町松田委員】  ちょっといいですか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  松田と申しますが、それならなおさらおかしいですよね。という

のは、佐世保も一緒と思うんですが、例えば、土地の登記ができないところとかがあると

思うんですよ。佐世保にはないのかもしれませんが、おそらくどこも懸案事項はあると思

うんですよ。佐世保にしろ江迎にしろ、懸案事項というのは。それを役所の人が一生懸命

努力して、これは登記してくれと言ってもできない場合も出てくると思うんですよ。それ

までしろということは、合併できないということに等しいんじゃないですか。みんな解決
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してこいというふうな響きに聞こえるんですよ。今、ご説明でそうじゃないんだと言われ

るけれども、それはあくまでも文書として残るんだから、今、言われた問題、登記の問題

も借地の問題もちゃんとして来い。おそらく行政というのはちゃんとどこもしていると思

うんですよ。それでも何か理由があってできない問題があると、私は思うんだけれども、

私は議員じゃないからよくわかりませんが、そこら辺はどこの町や市にもあると思うんで

すが、そこら辺はどうですか。 

【朝長会長】  久池井委員。 

【佐世保市久池井委員】  佐世保市でも、未登記道路で言えば確かにあります。財産を

今、いろいろ見させていただく中で、１つの例として私有地の借地をされてある。その中

で契約書がないというのは、いろいろな理由で契約書がないのかもしれませんけれども、

我々が一番心配しているのは、町の時代でいけば契約書なしでいいというような話。でも、

佐世保市になったときにそれがどうなるのかという問題もある。だから、すべて解決しろ

と言っているわけじゃないんですね。できる限り整理をしてくださいということなんです

よ。だから、努力をした結果、できなければそれはしようがないことで、新市として引き

継いで粛々とやっていかないといけないんでしょうけれども、町の時代にできるものであ

れば町の時代にしっかりと解決をしていただきたいという意味なんです。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【江迎町山口委員】  江迎の山口です。 

 今の話をずっと聞いているんですが、わざわざすべて佐世保市に引き継ぐと言ったのを、

原則としてというのを織り込むというのは、やはり何か裏にあるんじゃないかなというこ

としか考えられないんですよ。ですから、簡単に言って、財産は持ってきてもいいけれど

も負債はちゃんと整理してこいよというようにしかとらざるを得ないもんですから、この

原則としてというのを入れればいろいろなことに反映すると思うし、すべて佐世保市に引

き継ぐとそのままにしておけば、合併するまでに何回ともなくいろいろ事務局がおっしゃ

ったように、これはこうしよう、これはああしようというふうなことを話をしながら良い

か悪いかの話を重ねて合併につなげていくというふうな話し合いだったので、わざわざこ

れを原則としてというのは、いれる必要はないのではないでしょうかと一個人として思い

ます。 

 以上です。 

【朝長会長】  ほかにご意見ございませんか。 

【江迎町林委員】  江迎の林と申しますが、今からいろいろと問題が起こるかもしれな

いという懸案事項ごとにそういう整理すべきこと等を出されているのかなという思いがし

ておりますけれども、私たちもその懸案事項というのを出していただきたいと思っており

ます。多分、聞くところによりますと、この懸案事項は、事務局のほうに各町から、鹿町

さんのほうからも出てくるんじゃないかと思うんですけれども、江迎町については事務局

のほうに出されたということであります。私たちのところには懸案事項なるものが来てお

りませんので、ひとつ私たちにも提示をしていただきたいと思いますけれどもどうでしょ

うか。 

【朝長会長】  事務局、今からこれが出てくるんですよね。報告事項とか何とかの中で

その都度出てくるということで理解をしていいですか。今、全部それを出せるような状況
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ではないんですよね。 

【事務局】  今のご意見でございますけれども、先ほど市議会議員の委員の皆様から議

会の特別委員会でこの合併協議に当たって議会として論議を深めていらっしゃるというお

話がございました。その中で、佐世保市として各町の大変大きな課題とか重要事項、ある

いは懸案事項などないのか、それを調べて論議すべきではないかということもございまし

たので、佐世保市として江迎町さん、あるいは鹿町町さんのほうに調査をさせていただき

特別委員会に提出した資料がございます。現時点でそういう資料がございますので、お配

りすることは可能でございます。ただ、今日は持ってきておりませんので、次回でもよろ

しければ、事務局として会長のお許しがいただければ、配付してよいのではないかと考え

ております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  個々の問題については後でそれぞれ問題の中で出てくると思うのですが、

それは出てきたときでいいわけでしょう。今、全部出そうとしたって、全部があるわけじ

ゃないでしょうから、それぞれ今、幹事会の中で協議をされていて、それが上がってくる

というふうな形になるわけでしょうから、それを今、全部上げなさいという話になるとま

た混乱をもよおすような感じもするんですが、それはどうなんですか。 

【事務局】  事務局でございます。 

 今の時点でということでお答えしたつもりでございましたので、すべての把握というこ

とでは、当然、今、会長がおっしゃいますようになっていないということでございます。 

【朝長会長】  ですから、その把握されたことについては、その都度上がってくるわけ

ですよね。 

【事務局】  当然、中身を見まして、専門部会で調整をして上がってくるものもござい

ますし、この協議会の協議項目の中でも施設の取扱い等もございますので、そういう中で

ご議論していただくのも上がってくるということでございます。 

【朝長会長】  何か。 

【江迎町林委員】  皆さんご存じだと思いますが、１０月２５日のある新聞の中に、多

数の懸案が報告されているという記事があります。どうでしょうかね。ここまで出ている

わけですから、多分、この新聞社の方はこういう懸案事項の情報を持っておられると思う

んですけれども、それが私たちに提示されないというのは不満がありますので、会長さん

にお願いですが、次回で結構ですので提示をお願いしたいと思います。 

【朝長会長】  特別委員会で出てきたことをということですか。どういう意味になりま

すかね。新聞に出てくることですか。 

【江迎町林委員】  江迎町と鹿町町の懸案事項が多分出ていると思うんですけれども、

その部分を出していただくわけにはいかないんでしょうか。 

【朝長会長】  出せるものは全部出せということですけれども、その都度出てきますよ

ということを言っているつもりなんですが。今たまっている分を出せとおっしゃっている

んですね。 

【江迎町林委員】  今後協議しなければならない部分を含めてお願いをしたいと思いま

す。 

【朝長会長】  これの何倍もありますよね。そういうことを今、幹事会で事務的な説明
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をずっとやっておりますよね。 

【江迎町林委員】  懸案事項というのは１つの表にされたものではないですか。 

【事務局】  各町から出していただきました資料を数枚の中で整理をして、テーマとし

ては整えてあります。 

【朝長会長】  今あるものを資料として出す分には差し支えないと思うんですけれども

ね。ただ、この場で協議をするというのはその都度やっていかないといけないということ

になるわけでしょうから、混乱が起こらないようにしておかなきゃいけないということを

私は言いたかったんですが、いいですか。 

 じゃ、今、おっしゃっている部分については、委員長、この前の特別委員会のときに何

かそういう資料が出たんですか。 

【佐世保市久池井委員】  佐世保市議会特別委員会では要求をして、懸案事項について

は出していただいております。特別委員会での協議については、協議項目として上がった

ときに、そのことについてはやろうということで。ただ、懸案事項としてこういうのがあ

るなというのだけは把握をいたしております。ただそれだけの話です。あと、深い協議に

は至っておりません。 

【朝長会長】  それについては、特別委員会のほうで資料作成を命じられて、それが出

てきているわけでしょうから、それについて提出をするということについてはご異存ござ

いませんか。 

【佐世保市久池井委員】  それは、私どもは別に構わないんじゃないかなと。合併をさ

れるわけですから、２町の皆さんもそれぞれの町にどういった懸案事項があるのか、ある

いは佐世保市もどういった懸案事項があるのかというのは知っていていいんじゃないかな

と思いますので、別に構わないんじゃないかなと思うんですけれども。 

【朝長会長】  ということでございますので、次回、それについては出させていただき

ます。 

 はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  江迎の松田ですが、ちょっと横道にそれますが、今の件に関連し

ますので。 

 先ほどの原則、すべては、すべてでお願いしたいということで、今、お話しのとおり、

私がこの件でちょっとこの合併協議会のあり方、合併協議会の位置づけ、役割、決定事項

はどのようになっているかということでお聞きしたいんですが、今の段階で聞いていいで

すか。次に聞くことを予定していたんですが、今、新聞の話とか出てきておりますから関

連してきますので聞きたいんですが、これが済んでからにしますか。 

【朝長会長】  いや、内容をおっしゃっていただいて、あと、整理します。どうぞおっ

しゃってください。 

【江迎町松田委員】  実は、この合併協議会の位置づけ、役割、決定事項はどのように

なっているかということでお聞きしたいんですが、その理由は、前回、平成２０年９月３

０日第３回において提出されました特別職の身分の取扱いについて江迎町、鹿町町の常勤

の特別職、教育長を含む身分の取扱いには１市２町の長が別に協議して定めるということ

で、質疑はなく、その結果を受けて１市２町の長が別に協議をされて、江迎町においては

その協議結果の報告がなされております。江迎町の町民は合併に対して関心が高く、既に
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町においては合併委員会の今までの結果報告を２カ所において開かれておるところでござ

います。 

 ところが、平成２０年１０月２１日付の長崎新聞に、佐世保市と江迎、鹿町合併特別委

員・町長等の身分の取扱い（合併協議会に定める）提案として、紙面に取り上げられてお

りました。そこで、記事の見出しにある佐世保市と江迎、鹿町合併特別委員とはだれを言

うのか、この１点をお聞きします。 

 第２点は、市議会市町村合併調査特別委員会と、佐世保市・江迎町・鹿町町合併協議会

の位置づけはどのようになっておるのか。 

 私は、第１回の合併協議会において、会長より合併協議会の役割ということでお話しを

伺い、重責を感じておるところでございますが、新聞紙上には、合併について市議会市町

村合併特別委員会の意見が取り上げられ、また、役所においては、特別委員会から同じ内

容に近い調査依頼がたびたび来ているのを聞き及んでおります。このように２つの機関が

別行動をしていることに疑問を感じております。佐世保市はどのようになっておるのか。

本来ならば、合併に関する協議の進め方は、幹事会での協議を経て調整提案を協議会に提

出し、審議を行い、決定するものになっておりますが、提案前に新聞報告がなされている

例が多々あります。今後もこのような状態が続くとしたら、双方の行政機関の信頼関係に

問題が起こらないのでしょうか。 

 以上、質問いたします。 

【朝長会長】  ちょっと私のほうから初めにいいですか。後は、議会のことでもござい

ますので、議会のほうからも話があると思いますが、まずは、合併協議会が最終の議決機

関であるということは、ご理解をいただけるんじゃないかなと思います。 

 特別委員会の位置づけでございますけれども、今、ここに議長を含めまして３人の委員

さんが出てきておられますが、佐世保市議会には３６名の議員さんがいらっしゃるわけで

すね。その意見を集約したものをこの場に持ってきて発言をされるということになります

ので、どうしても事前に協議をして取りまとめをしないことには、個人の発言になってし

まうということでございます。それを特別委員会のほうで委員長、副委員長がまとめてお

られるというようなことになりますので、合併協議会に持ってくる意見というものを取り

まとめる場が特別委員会であるという位置づけだと私は理解をいたしておりますので、そ

ういう意味では、確かに新聞報道かれこれが先走るということはあるかもしれませんが、

この合併協議会で次に議論をしますよということについての佐世保市議会としての意見を

まとめるという作業をやっていただいているということでご理解をいただきたいと思いま

すし、その特別委員会自体は公開でございますので、マスコミにも完全に公開をされてお

ります。そういう公開をされている中での発言、あるいは資料等についてはマスコミ等も

持っておられるんじゃないかと思います。それをもとに記事を書かれる、あるいは報道さ

れるということになりますので、そこについては報道機関の裁量、報道機関の考え方とい

うものも当然入ってきているわけでございますので、新聞記事すべてが特別委員会の考え

方、あるいは佐世保市議会の考え方ということではないんじゃないかと思っております。 

 どうぞ。 

【佐世保市久池井委員】  １つの例を上げて今、お話がございましたけれども、その９

月２０日の分ですね、これは提案を受けて、持ち帰って、それぞれが協議をするという形
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になると思います。そして、例えば今日、その議会の結論をそれぞれの委員会の市の結論

を提案をするという形で運用されるんだと思っています。 

 それで、我々は、実は、協議会のあと特別委員会を２回実施をしております。例えば９

月２０日に提案された分を持ち帰って、委員会の中でどうだろう、この提案でいいか悪い

か、どういうところをどうしようかというふうな論議をしながら協議会に持ってきている

というふうに思っています。協議会で、じゃ、我々はその意見を言って、それが協議会で

だめだということになれば、当然、その協議会の方針に従わないといけないわけですから、

無理に我々の意見を通そうとか何とかということはございません。 

 それから、マスコミの件もそうですけれども、マスコミは我々特別委員会というのは、

公開でやっておりますので、その中でのいろいろな論議を聞いて知っておりますので、そ

れを記事にするだけでございますので、我々がマスコミにそれをこうするよ、ああするよ

というお話をしたことは全くございません。そういう考え方というのは、特別委員会の中

で論議をしておりますので、それをマスコミが取り上げて新聞記事にしているだけという

ことで、最終的にはやはりこの協議会の中でどうあるべきかというのは粛々と進められて

きたかというふうには、私どもは理解をいたして臨んでおりますので、よろしくご理解を

お願い申し上げます。 

【朝長会長】  松田委員、そういうことでございますけれども、ご了承いただけますか。 

【江迎町松田委員】  ちょっといいですか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  今、ご説明がありましたから、いろいろ言ったらまた合併しても

らえなかったら困りますのでこれでやめますが、ただ、この議員の先生方の意見というの

は、ものすごく圧力になるんですよ。長崎新聞にさっき出たと言いましたね。これが出た

ら、ああ、これで決定しなかったらこれはだめだなという圧力になるということも知って

おいてもらいたいと思います。 

 以上でございます。 

【佐世保市久池井委員】  ちょっと誤解をしていただかないようにしておかないといけ

ないから、我々佐世保市議会調査特別委員会ということで、推進特別委員会とまた違って、

調査をしていっていい合併をしようということの中でやっていこうということですので、

特別委員会の中では耳にさわるようないろいろなことをお聞きすることがあると思うんで

すけれども、悪意があってやっているわけじゃなくて、やはりお互いの町、市の利益、い

ろいろな状況を知った上で合併しましょうということでやっておりますので、そこら辺は

しっかりとご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。今、久池井委員から話があったように、そう

いう仕組みでございますので、申しわけございませんがこれについてはご理解をいただき

たいと思います。 

 それで、話を戻したいと思うんですが、先ほど来２２号議案につきまして財産・負債を

すべて佐世保市に引き継ぐということでの議論になっているわけでございますけれども、

これについてほかにご意見ございませんか。 

 じゃ、まず、鹿町町のほうのご意見をお聞きいたしましょうか。どうぞ、宮田委員。 

【鹿町町宮田委員】  鹿町町の宮田でございます。 
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 先ほどから問題になっておりますこのすべてという言葉を原則としてという言葉に改め

て提案をしたいという佐世保市議会さんのご意見でございますけれども、すべてを受け継

ぐとしてに変えるかどうかの問題は、この協議事項がいつから効力を発するかという問題

とかかわってくるんじゃないかと感じます。というのは、私どもは、先ほど事務局がご説

明になったとおり、合併と同時に鹿町町、江迎町は法人格がなくなるわけですから、原則

として引き継いでもらえなかった部分をどうするかとなると、その手段を持たないわけで

ございます。ですから、今、委員さんがおっしゃったとおり、すべてということを原則と

してに置きかえる意味としては、新市に課題をできるだけ引き継がないようにしてきてく

ださいという意味があるんだとおっしゃっておられますので、そのことは十分理解できま

すし、当然、江迎町さんも、また鹿町も、そのように現場も私どもも努力をしていると思

います。ですから、それまでの経過として、可能なものについては旧町でできるだけ処理

をしてきなさいということは、佐世保市さんからのご意見として真摯に受けとめるべきで

あって、この決めたことについては、やはり合併したときから、合併後についてのことを

話し合っていくわけですから、合併したときには、結果としてすべてを佐世保市に引き継

いでもらうという形にならないと手段がないんじゃないかと私は感じます。ですから、こ

の言葉につきましては、すべてという言葉でお願いをしたいと思います。 

【朝長会長】  ほかにご意見はございませんか。高尾委員。 

【広域 高尾委員】  市議会のほうから趣旨ご説明がありまして、最終的にはすべてと

いうふうに持っていくんだ。途中で、それまでにもろもろの整理をしていくという意味合

いを持って原則というお話がございました。それから、一方では、原則以外についてのも

のについての取扱いがここで文書になってしまうと、後々、いわゆる禍根を残すというよ

うなお話だったかと思います。 

 私の見解は、すべて佐世保市に引き継ぐというのを、原則として引き継ぐということに

変更したいというご意見のご趣旨はよくわかりますけれども、合併によりまして江迎町、

鹿町町が消滅してしまいますので、地方自治法上は、合併後の団体がすべてを引き継ぐ以

外に方法はないと考えておるところでございます。 

【朝長会長】  ほかにご意見がないようでございましたら、私のほうで調整をさせてい

ただきたいと思うんですけれども、佐世保市議会からのご提案というのは、現時点でとい

うことが１つの考え方の中にあるんですね。協定書にはすべてと書かないと効力を発しな

いし、総務省のほうもおそらくこれは認めないというような形になると思うんです。です

から、最終的に調印をするときには、これはすべてと書いておかないといけないと思うん

ですが、先ほど久池井委員がおっしゃっているように、現時点ではまだまだいろいろ協議

することもありますよということで、もうしばらく様子を見たいというお気持ちが強いん

じゃないかなと思いますので、第２２号議案につきましては今しばらく時間をいただいて、

継続協議ということにさせていただく。その間に、佐世保市議会でのほうの考え方も再度

まとめていただくということでご提案をしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろし

ゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  では、そういうふうなことで、これは継続協議にさせていただきます。 
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②協議第２３号 

【朝長会長】  それでは、次に、協議第２３号「特別職の身分の取扱い」についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  資料の１９ページでございます。時間が大分押しておりますので簡単に説

明させていただくことをお許しください。 

 協議第２３号「特別職の身分の取扱い」についてでございますが、江迎町、鹿町町の常

勤の特別職（教育長を含む。）の身分の取扱いについては、１市２町の長が別に協議して定

めるということでご提案申し上げております。詳しくは前回説明しておりますので、この

ようなことでご協議をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  この件につきましてご質問、ご意見ございませんか。 

 松尾委員。 

【佐世保市松尾委員】  佐世保の松尾です。 

 特別職の身分の取扱いについてご提案いたします。 

 本件につきましては、本文では１市２町の長が別に協議して定めるとなっておりますが、

最終的には本合併協議会において定める必要があるという考え方から、１市２町の長が協

議し、その協議結果については合併協議会で協議して定めると修正をされたほうがいいん

じゃないかということで提案いたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 今、佐世保市議会のほうから、１市２町の長が別に協議して定めるという調整方針案に

ついて、１市２町の長が協議し、その協議結果については合併協議会で協議して定めると

いうことに修正をしたほうがいいのではないかという提案が出されております。この件に

つきましては、基本的には、当然、これは合併協議会で最終的には決めるというのが当た

り前でございますので、ちょっと表現の中で舌足らずのところがあるのかなというふうな

感じもしますが、これはそういうことで取りまとめさせていただいてようございますでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  これにつきましては、両町長さんとお話しもさせていただいております。

全く深意はないというような強い決意を持っていらっしゃいますんで、その辺は今言うべ

きことでないのかもしれませんが、お任せをいただきたいと思っております。後日、この

件につきましては両町長さんとお話し合いをいたしまして、最終的に協議に諮らせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいま修正案が佐世保市の議会代表委員より出されましたので、この件に

つきましては修正案ということで修正をさせていただきます。よろしゅうございましょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 

③協議第２４号 

【朝長会長】  それでは次に、協議第２４号「条例・規則等の取扱い」についてを議題
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といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ２１ページをお願いいたします。協議第２４号「条例・規則等の取扱い」

についてでありますが、条例・規則等の取扱いにつきましては、佐世保市の条例・規則等

を適用しましょう、ただし、江迎町、鹿町町のみに適用のある条例、あるいは規則等のう

ちに、佐世保市に引き継ぐものにつきましては現行の例によって新たに条例・規則等を制

定をします。各種事務事業等の調整方針と関係する条例・規則等につきましては、その調

整等を踏まえて所要の改正を行うものとするということで、理由に掲げておりますように、

編入合併の場合につきましては、編入される江迎町、鹿町町の条例・規則は失効いたしま

して、編入をする佐世保市の条例・規則等に統一されるというのが基本的な考え方である

からでございます。このようなことでご協議をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、何かご質疑、ご意見はございません

でしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ご意見ございませんですね。 

 それでは、協議第２４号「条例・規則等の取扱い」については、原案のとおり決定をい

たします。 

 

④協議第２５－１号 

【朝長会長】  それでは、次に、協議第２５－１号「一部事務組合・広域連合の取扱い

（その１）」についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ２５ページでございますけれども、協議第２５－１号「一部事務組合・広

域連合の取扱い（その１）」についてでございます。 

 今回の提案は、松浦地区火葬場組合、それから、それにかかわります火葬料の補助金に

ついての提案ということで、まず、松浦地区火葬場組合の取扱いについてでありますが、

江迎町、鹿町町は、松浦地区火葬場組合と協議を経た上で、合併の前日をもって火葬場組

合を脱退をして、以降、佐世保市においてその事務を行うということでございます。 

 ご承知のように佐世保市は西部芳世苑の建替えも完了いたしまして準備体制を整えてお

ります。佐世保市でこれはできますのでということでございます。 

 しかしながら、一方で、町民の皆様は今、松浦斎苑を長く使っていらっしゃってござい

ますし、三日参り、その他の議論が出たところでございます。したがいまして、この松浦

地区の火葬場組合をお使いになられる方につきましては、５カ年間について合併経過措置

として火葬料補助金を適用していただきますというような内容でございます。 

 よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について、何かございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第２５－１号「一部事務組合・広域連合の取扱い（その

１）」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 -17-

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑤協議第２６－１号 

【朝長会長】  次に、協議第２６－１号「使用料・手数料の取扱い（その１）」について

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ３１ページをお願いいたします。協議第２６－１号「使用料・手数料の取

扱い（その１）」についてであります。 

 基本的な方針といたしまして、使用料・手数料は住民負担に配慮しつつ、新市の速やか

な一体性の確保のため、原則として佐世保市の制度に統一をいたします。ただし、江迎町、

鹿町町の住民への影響が大きいものにつきましては、経過措置を講ずるものとしましょう。

住民生活にかかわります主要な使用料・手数料の取扱いについては５件、ここでは提案を

させていただいておりますけれども、戸籍・住民票・税証明などの交付手数料から５番目

の下水道使用料・受益者負担金について個別に調整方針を定めるものでございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 まず、１つが戸籍・住民票・税証明などの交付手数料。これは、特に鹿町町におきまし

て税関係の手数料が２００円、佐世保市、江迎町が３００円と差があるというようなこと

もございますが、佐世保市の制度に合わせます。ただし、合併に伴います江迎町、鹿町町

住民の方々の印鑑証明登録証の切りかえは無料とします。これは、１００円の差、もっと

高いものもございますけれども、これにつきましては、年に１、２度という形におきまし

て利用しますようなことが多うございますので、佐世保市に合わせて差し支えがないかと

いうことで提案をしているものでございます。 

 ２番目、保育所の保育料でありますが、佐世保市の基準額に合わせます。ただし、合併

年度は１市２町それぞれの保育料基準額を適用しましょうということにいたしております。

前にもご説明申し上げましたけれども、所得階層によって違いますが、相対的に２町の保

育料のほうが住民負担が少ないという状況もあります。しかしながら、今、説明申し上げ

ましたように、両町におきましては、２１年度に向けまして佐世保市の保育料に近いよう

な線で保育料の改定も行ってきていらっしゃいますし、その差がずっと縮小して少なくな

る。当然、影響が出てくる住民の方々がいらっしゃいますけれども、これも佐世保市の基

準に合わせることはやむを得ないんじゃないかということで、佐世保市の制度に合わせま

す。合併年度というのは２１年度中のことでございますから、ほとんど期間はないという

ことでご理解をお願いしたいと思います。 

 次に３３ページ、各種検診の自己負担金についてでございます。検診につきましての自

己負担は総じて佐世保市のほうが高うございますけれども、検診の種類、対象者、無料の

対象者の範囲など、前回も詳しく説明申し上げましたが、相対的に見れば決して佐世保市

の制度は劣ってない。そういう中で、佐世保市の事業に合わせるとするものでございます。 

 次に４番目、上水道料金加入金でございます。上水道料金につきましては、江迎町にお

きまして、３４㎥までは佐世保市が安い、それを超えますと佐世保市のほうが高くなりま

す。鹿町町のほうは、２１㎥までは佐世保市が安くなって、それを超えますと佐世保市の

制度を適用いたしますと相対的にに高くなります。１世帯でいきますと、そこに書いてお

りますように、佐世保市が１カ月平均１４.６㎥、江迎１５.１㎥、鹿町１６.８㎥というこ
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とで、大体１４ないし１６㎥の間で使われておりますので、各世帯の水道料金としては、

基本的には下がります。 

 しかしながら、前回も説明申し上げましたように、大口の利用者につきましては他都市

よりも１００万、２００万単位で年間水道料金が上がられる。あるいは、ケースによりま

しては２,０００万近い負担増になるというようなケースもございます。これらについて幹

事会の中でも十分議論させていただきまして、何らかの手だてができないのかということ

も論議をいたしましたけれども、４町と佐世保市が合併する際にも、例えば小佐々町の例

でいきましてやはり２,０００万強の水道料金が上がったということもございましたが、佐

世保市の制度に合わせた経過がございます。１００万、２００万という水道料金の増加に

つきましては、それ以外の吉井町、あるいは世知原町等々におきましても事例が出てきて

おります。したがいまして、それらを総合的に勘案して、企業のほうに大変になられる方

もいらっしゃるということも想定できますけれども、総体的にいたしますと、やはり一律

に佐世保市の制度に合わせるということで提案をしているものでございます。 

 次、加入金につきましては、佐世保市の制度を適用します。佐世保市の制度を適用いた

しますと、両町の住民の皆様は払う必要が出てまいりますけれども、今、いらっしゃる方

につきましては、既に入っていらっしゃるという前提のもとに、今後新たに入られる方に

ついて加入料を適用させていただく。 

 それから、下水道使用料・受益者負担金も、上水道同様に金額によって一定のところま

では佐世保市が安く、一定量を超えると高くなる。一般家庭でいきますと総じて安くなり

ますので、これも佐世保市の制度に合わせるということにいたしたいと思います。 

 それから、下水道受益者負担金につきましては、佐世保市のやり方と江迎町のやり方が

違い、なかなか一本化ができないということで、江迎町の受益者負担金の分につきまして

は、１つの負担というふうに考えまして整理をしていくということの提案でございます。 

 以上、使用料・手数料についてご提案申し上げますのでよろしくご審議方お願いしたい

と思います。以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご質

問、ご意見はございませんでしょうか。 

 宮田委員。 

【鹿町町宮田委員】  鹿町町の宮田でございます。水道料の使用料の件でお尋ね、並び

に結果的にご要望になるかと思うんですが、発言をさせていただきたいと存じます。 

 ただいま事務局の方から説明がありましたし、前回の提案のときにも説明がありました

ので十分なご説明はいただいたとは思いますけれども、現実として、佐世保市と合併をし

た暁にかなり大きく水道料が上がってしまうという事態が発生する部分があります。上水

道の場合で全体の９割の方はむしろ安くなるというご説明でございますが、残り１割の部

分については、佐世保市の算定基準でいくと高くなってしまう。一番最たるものは、当町

にあります企業が年間で２,０００万ほど増える。やはりこれは大きな数字だと思います。

当然、一企業、一個人だけを優遇するということはできませんので、そういったお願いは

もちろんできないんですが、例えば、先ほど松浦の斎場の使用料関係で５年間ほど２分の

１を補助しますということが決定されましたけれども、今回のこの提案についても江迎町

及び鹿町町の住民への影響が大きいものについては、経過措置を講ずるものとすると提案
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をしてありますので、企業といえども町民でございますので、合併した暁に水道料が上が

るものについては何年間かの経過措置を、これは１社とか２社ということではなく全体的

に経過措置を講ずるということがまずできないものかというお願いも含めまして、再度ご

説明をお願いしたいと存じます。 

【朝長会長】  事務局、お願いします。 

【事務局】  気持ちは十分わかるところでございます。幹事会の議論の中でも、それは

非常に大きな議論としてなっており、おっしゃるとおりであります。しかしながら、委員

の皆様ご承知のように、佐世保市の水道事業は独立採算制で企業体として会計としてやっ

ております。そういう中で、公平性の面からも特定のところに経過措置を設けるとか、非

常に気持的にはやりたいんですけれどもできないというのが現状でございます。したがい

まして、経過措置を設けるというのは、大変申しわけないんですけれども困難であると言

わざるを得ません。 

 ただ、どういったことができるのかはわかりませんが、水道と企業という視点ではなく

て企業振興という視点の中で、例えば、佐世保市の中には企業立地・観光物産振興局もご

ざいますし、農水商工部もございます。そういう中で、企業振興を図るセクションもござ

いますので、そういう中の支援策の中で何らかの形で振興策がとれるものか、あるのかな

いのか、そこら辺を関係の局、あるいは部のほうにお尋ねをしてみて、もし少しでもそう

いう支援措置があるんであれば、そういうこともご紹介することができないのか。その場

合でも、なかったら申しわけございませんけれども、できるだけの手だてはしていきたい

と思いますが、経過措置を特定の企業の皆様にさせていただくというのは非常に困難とい

うのがお答えでございます。 

 以上、大変つらいお答えでございますが、よろしくご理解方お願いしたいと思います。 

【朝長会長】  宮田委員。 

【鹿町町宮田委員】  ただいまのご説明、私も大変よくわかります。 

 今のところでちょっと訂正をさせていただきたいんですけれども、今、私は、特定の個

人だけに経過措置をお願いすることはできないので、全体的に上がる人については経過措

置ということが考えられないかということをご質問したわけでございますので、特定の企

業への経過措置という優遇をお願いしているわけではないので、そこの点は私の説明不足

であれば、十分ご理解をお願いしたいと思います。 

 その経過措置が難しいとなると、例えば、今おっしゃった企業立地の面から何か救済策

があるのかどうか、その点からもう少し説明があればお願いをしたいと思います。 

【事務局】  事務局でございます。すみません、特定のということではなくて、答弁が

舌足らずでございましておわび申し上げます。 

 実は、全体的な中での経過措置のお話もございました。大変ご議論の末でありますが、

当然、佐世保市は今まで、平成１７年４月、あるいは１８年３月に吉井町、世知原町、宇

久町、小佐々町と合併を実現してまいりました。その中で、措置をとっていきたいという

こともございまして、ただ、地域ごとにどうしてもそういうことをやると格差が出るんで

すね。例えば、今後、４町及び旧市内の分までそうしていくんですかという議論があった

ときに、佐世保市の全体の財政状況等を勘案した場合に、やはりそれは苦しいのかなとい

うことで、直接そういった議論はございませんでしたが、そのような視点で幹事会の中で
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も整理されたんじゃなかろうかなと事務局ではとらえておりますので、ぜひご理解をして

いただきたいと思います。 

 それから、企業立地、あるいは企業振興という視点での支援措置につきましては、今日

は局長と部長が関係する案件がございませんので来ておりませんので、ぜひ事務局から局

長、部長のほうに伝えて、何らかの支援策がないかを検討していただきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

【鹿町町宮田委員】  この企業立地関係について答弁をできる担当者の方が今日はおい

ででないということですので、私としてもどこまでお答えを期待して申し上げていいのか

わかりませんけれども、それでは局長さんにぜひお伝えを願いたいということでこれから

の発言をさせていただきたいと思います。 

 私もつたないながらお調べさせていただいたところ、佐世保市さんは企業立地奨励金と

いうことで平成１８年１０月から新しい佐世保市独自の制度を設けておられるようでござ

います。どういう中身かと申しますと、今回、私が申し上げておりますこのＡ企業につき

ましては製造業に該当しますので製造業について申しますと、１億円以上の投資をして、

なおかつ１０名以上新規の常用の雇用者を出した場合に限り６,５００万円を上限として

奨励金を交付します。もし該当するとすれば、こういった佐世保市さんの奨励金があるん

じゃないかということを調べてみたんですけれども、例えば、この経済事情の中で新規の

雇用を１０名以上確保するとか、あるいは１億円の投資をするとかいうのは、非常に厳し

い条件ではないかと思います。ですから、今回の合併に当たって、私ども鹿町の側からこ

ういう問題が出てきましたことをきっかけにして、当然、佐世保市さんの制度については、

私どものほうからいろいろ申し上げることはできないんですけれども、本町の企業に直接

かかわることでございますので、今後、合併した暁にこういった地元企業を、企業誘致と

いう観点から、企業が水道の面でネックになってここに入ってこれないということが生じ

ないように、できるだけ何らかの措置を講じるような対策をお願いできないかということ

を申し上げたいと思います。 

 特に、皆様方もご承知のとおり、鹿町町は一時期炭鉱の産業が盛んでございまして、現

在は人口５,３００人ですけれども、一時期２万５,０００人ぐらい炭鉱のおかげで人口が

いたという時代がありました。それが、炭鉱が全部閉山をしまして、本町は昭和４０年代

に企業誘致ということであちこちの企業さんにぜひうちにきてくださいということでお願

いをして、企業を誘致したという経緯がございます。聞くところによりますと、このＡ社

につきましても、どうも本町が、ぜひ来てくださいということで昭和４０年代に企業誘致

で誘致した企業の１つということでございます。それからもう３０年もたっておりますか

ら、本町がどこまでそれについて責任を負うのかということについては、非常に時間とい

う微妙な経過がございますので難しい問題でございますけれども、やはり合併ということ

がなければ２,０００万という負担増はなかったわけでございますので、当然、合併という

のは私どもがお願いをしておりますから、ぜひしていかなければいけないことなんですが、

そういう社会情勢の変化によって一企業が大きく急に異変が起こるということになります

と、なかなか対応が難しゅうございますので、ぜひ企業誘致施策なり何らかの形で救済策

がとれないものかどうか、ぜひ今後ご検討をお願いをしたいという要望を強く申し上げた
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いと思います。どうぞ局長さん、部長さんによろしくお取り次ぎをお願いをいたします。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 今日、局長、部長が来ていないということでまことに申しわけないんでございますけれ

ども、副市長がおりますので、副市長に聞きたいと思うんですが、副市長も答弁できない

と思いますので、私のほうで答弁させていただきますが、宮田委員がおっしゃることはよ

く理解はできます。誘致企業ということでお伺いをいたしておりますんで、何とか佐世保

市の誘致企業の誘致をする場合に、水源対策というようなことでの１つの制度もあるよう

でございますので、その適用ができるのかできないのか、その辺検討もしてみたいと思い

ます。 

 そういうことで、確かに一企業が２,０００万の負担が増えるということで利益がなくな

る、そして会社の存続がどういうふうになるかということについては、真剣に考えなけれ

ばいけないことじゃないのかなと思っております。ですから、水源を確保するための新し

い投資をされるということでは井戸を掘られるとか、あるいは水の循環がスムーズにいく

ようなそういう設備をされるというようなことに関して、これは個別になると思いますけ

れども、事情をよくお伺いしながら、当てはまるのかどうかというようなことについて検

討させていただきたいと思います。 

 ほか、ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、協議第２６－１号「使用料・手数料の取扱い（その１）」につ

いては、原案のとおり決定してよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑥協議第２７号 

【朝長会長】  次に、協議第２７号「附属機関等の取扱い」についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ５７ページをお願いいたします。 

 協議第２７号「附属機関等の取扱い」についてでありますが、１市２町に置かれている

付属機関等は、原則として佐世保市に統合するものとする。なお、両町独自に置かれてい

る付属機関につきましては、実態を考慮した上で新市において必要に応じて設置をするも

のとします。附属機関等の委員構成につきましても、必要に応じて両町の地域性に配慮し

た適切な措置を講ずるものとするということにいたしております。 

 具体的に、前にも説明申し上げましたけれども、６０ページ以降に、今、１市２町でど

のような附属機関等があるのかというのを示しておりますが、非常にたくさんございます。

佐世保市の場合は、いろいろな各界の代表者で構成されるような審議会等が多うございま

す。地域性を持ったものというのは非常に少ないんでございますけれども、それでも地域

からの意見を拝見するというようなことで必要な審議会につきましてはそのような配慮を

していきましょう。ただ、同じようなものについては１つにまとめましょうというような

ことでの提案でございます。よろしくお願いいたします。 



 -22-

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明について何かご質問、ご質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ご意見がございませんようですので、それでは、協議第２７号「附属機

関等の取扱い」については、原案のとおり決定してよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、そのように決定をいたします。 

 

⑦協議第２８－１号 

【朝長会長】  次に、協議第２８－１号「補助金・交付金等の取扱い（その１）」につい

てを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ７５ページをお願いいたします。協議第２８－１号「補助金・交付金等の

取扱い（その１）」についてでございます。 

 まず、総括的な方針でありますけれども、補助金（交付金等を含む。）につきましては、

過去の経緯・実情を踏まえつつ、その公益上の必要性や内容を検討した上で、次のとおり

調整を行います。 

 １つは、同一または同種の補助金制度につきましては、原則として整理・統合をする。

２番目として、独自の補助金制度については、他の補助金制度との均衡を考慮しながら調

整をいたします。なお、主要な補助金、交付金等については別紙のとおりということで、

今回、そのうちでは２件上げさせていただいておりまして、１つが遠距離通学費の補助金、

２つ目が合併浄化槽の補助金でございます。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 まず、遠距離通学費補助金につきましては、これは鹿町町にかかわります補助になりま

す。江迎町、佐世保市では、基本的に佐世保市のほうがサービスを上回っているというこ

とで、鹿町町の場合につきましては、そこに書いておりますように小学生については４キ

ロ未満、中学生で６キロ未満の生徒さん方にも補助をなさっていると、そこが大きな違い

でございます。一挙に佐世保市に合わせてしまいますと、影響が大きいということもござ

いまして、３カ年間経過措置を設けまして、合併年度及びそれに続く３カ年間になるわけ

でございますけれども、その間は今の鹿町町が補助していらっしゃるのをそのまま経過措

置としてやりましょう。ただし、４キロメートル以上で保護者のご負担は５００円という

分がございます。その残額を補助されていたんですけれども、これについては４分の３の

補助に統一をさせていただきますが、これは第２子以降の方々でございます。したがって、

１つが、そこに書いておりますように、当該学校に在籍する期間のみそうします。２つ目

が、２子以降の皆様につきましても４分の３の補助で統一をいたしましょう。３つ目とし

て、申請による補助方針に変えましょう。このようなことで３カ年間の経過措置を設けて、

それ以降につきましては佐世保市に合わせていきましょうということでございます。 

 合併浄化槽補助金についてでありますが、方針といたしましては、佐世保市の制度に合

わせる。まず、１市２町の補助の違いでございますが、もともとこの合併浄化槽の補助金

は国の補助制度でもございますので、基本はそう変わっておりません。ただ、両町の場合



 -23-

は、申請者居住住宅以外の方も全額補助をされているのに対し、佐世保市はその半額しか

補助がありませんということが違います。しかしながら、今申し上げました全額と半額補

助の分につきましては、例えば８１ページ、一番右下でございますけれども、江迎町の場

合に申請者居住住宅以外の方というのはここ３カ年間で１件しかございませんし、８３ペ

ージも同じように、鹿町町の場合につきましても３カ年間で１件しかない状態でございま

すのでほぼ影響がないだろうということで、このように佐世保市に合わせるということで

提案しているものでございます。 

 以上、よろしくご審議方お願い申し上げます。 

【朝長会長】  ただいま事務局から説明がございましたが、ご意見、ご質問はございま

せんでしょうか。 

【鹿町町熊谷委員】  ちょっとよろしいでしょうか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【鹿町町熊谷委員】  鹿町町の熊谷でございます。 

 この遠距離通学で、４キロ未満、それから６キロ未満で補助がある理由をひとつ皆さん

にお知らせしたいと思いますが、まず、鹿町町といいますのは、非常に山あり、細い道あ

りですので、例えば中学校の場合を例に挙げますと、以前は近くにあったんですね。１０

年前に移ったんですが、そのときになりますと、通学路が変わります。そうしますと、朝、

通勤の車が非常に多い時期に歩道のない道を歩く。それから、大体部活動を終わって帰り

ますと真っ暗になって帰る。そういった中を子供たちを歩かせるわけにはいかないという

のが１つあります。いろいろな事件もあちこちで起きておりますし、鹿町町でそういうも

のがあってもらっては困るというのが１つあります。交通事故の問題もある。県のほうに

も歩道をつくってほしいというようなお願いもしているはずなんですが、なかなかできな

い。だから、そういった面で非常に危険な場所である。 

 それから、歌ヶ浦地区だけじゃなくて鹿町地区に行きましても、やっぱり山の道が同じ

ような状態。バス停から降りてからも、狭い道を歩く子供たちがたくさんいます。そうい

った子供たちをどうやって保護するか。やはり町としてできるのが、バス通学を使って来

ていただくのが一番安全な方法ではないだろうかということで、今まで続いておりますが、

経過措置３年いただいたということは、非常にうれしいことです。 

 できましたら、歩道の整備など、それから防犯灯の設置、そういったものを今から急い

でいかなければいけないと思いますが、合併まで間に合わないならば、合併後にぜひそう

いった整備のほうも子供たちの安全のためにやってほしい。ひとつお願いでございますが、

こういった事情もあるということを皆さんに知っていただきたいということです。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。教育委員会ですか。 

【教育部会】  教育委員会でございます。 

 安全の確保のために今、そうしたことで出されているということは、通学路の安全な確

保というのは、当然、学校の子供たちをいかに学校まで届け、また、帰りに無事に自宅ま

で届けるか、これも１つの我々教育委員会、また保護者の務めであろうと考えています。 

 したがいまして、これについては、佐世保市内で完全にそこが区画されているかといい

ますとそうでもない。当然、私のほうにも山あり谷ありという場所もございまして、非常
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にそこについての安全の配慮をしなければいけないということで、私たちも気を配ってい

るところでございます。 

 今後、当然、合併後には、そうしてまだ未整備のところについては十分配慮しながら、

どうあるべきかということの比較をしたい。または、保護者の皆様とご協議をさせていた

だきながら、検討をよりよい方向にさせていただきたいと思っております。 

 教育委員会からは以上でございます。 

【朝長会長】  ほかはございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、一応、この件につきましてはご要望を聞きおくということに

しておきたいと思います。それでようございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ご異議がないようでございますので、協議第２８－１号「補

助金・交付金等の取扱い（その１）については、原案のとおり決定してよろしゅうござい

ますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、そのように決定をいたします。 

 以上で、協議事項につきましては終了をいたします。 

 ここで休息をとりたいと思います。再開が３時５５分でいいですか。３時５５分に再開

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（午後３時４０分休憩） 

（午後３時５５分再開） 

【朝長会長】  それでは、会議を再開いたします。 

 

（４）提案事項 

①協議第２６－２号 

【朝長会長】  次に、提案事項に入りますが、これから提案される案件は、本日の提案

を聞いた上で、次回協議会で議論し、決定していくことになります。本日は事務局の説明

を聞いていただいて、不明な点やご意見などを出していただければと存じます。今回は、

会議次第にお示ししておりますように７件を提案しております。内容的にボリュームがあ

るようですので、１件ごとに進めたいと思います。 

 それでは、協議第２６－２号「使用料・手数料の取扱い（その２）」についてを議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  今度は「第４回協議会次第」をお願いいたします。６１ページものでござ

います。 

 ３ページをお開きいただきたいと思います。協議第２６－２号「使用料・手数料の取扱

い（その２）」でございます。今回は、公営住宅使用料についてご提案を申し上げます。総

括的な内容は前と一緒でございますので省略をさせていただきますが、公営住宅使用料に

ついて４ページをお願いいたします。 
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 まず、公営住宅使用料の調整方針でございますけれども、佐世保市の制度に合わせます。

ただし、合併後５年間減額措置を講じて、現行の家賃が増額しないようにします。その後、

見直しを検討していきますというような提案でございます。 

 この件につきましては、わかりやすく言いますと、合併後の５年間につきましては今の

家賃を据え置きましょうということでございます。その後、佐世保市に合わせる方法をど

のような見直しにしていくのかということで提案をしているものでございまして、どうし

てこういう提案をするかと申し上げますと、そこの参考の①に書いておりますけれども、

この公営住宅使用料というものは、家賃算定について方法が決まっておりまして、５ペー

ジを見ていただきたいと思います。左側の下のほうに家賃算定における係数の相違につい

てというものを書いておりますが、公営住宅の家賃がどのように算定されるかといいます

と、まず、家賃算定の基礎額がありまして、それに対して市町村の立地係数を掛けます。

それと、どのような規模なのかという規模を掛けまして、どれぐらい年数がたっているの

かという係数を掛けまして、利便性がどの程度なのかというのを掛けて算定をしているわ

けでございます。その算定の一番の基礎となります立地係数というのがございまして、こ

の立地係数というのはその場所によってそれぞれ違います。佐世保市の場合はこの立地係

数が０.８５でございます。江迎町、それから、次のページにございますが、鹿町町におき

ましては、これが０.７ということです。合併して、建物も全然変わらない、場所も変わら

ないのに、佐世保市と合併をいたしますと係数が０.８５に上がりますので合わせます。大

きな影響が出てくるということになります。したがいまして、５年間は家賃を据え置きま

しょう。その後、見直しを検討していきます。そして、佐世保市に合わせていきましょう

というようなことで提案をしているものでございます。両町にお伺いしておりますと、こ

の公営住宅にお住まいの方が全人口の２割ぐらいの方々がお住まいになっていらっしゃる

とお聞きしておりますし、対象となっている方も非常に多いという中で、幹事会の中でも

いろいろ議論があったんですが、このような調整方針で提案をいたしております。 

 ただ、家賃を据え置くと申しましても、例えば、私の収入が今まで３００万あった中で

の家賃が２万５,０００円だったとします。私が頑張って仕事をしまして３５０万円に上が

りましたら、もう１ランク上の家賃設定になります。収入が上がったことによって上がる

というようなことはあり得ます。したがって、今の家賃がそのまま継続されるということ

ではない。その収入の上がり下がりによってまた家賃は変わってくることもございますと

いうことと、もう１つ、公営住宅法自体の全国的な改正があれば、それはそのまま適用し

ないといけないというのがございます。立地係数にかかわる分にはそのような取扱いをす

るんだということでお願いをしたいと思います。 

 それから、また４ページに戻っていただきますが、実は、公営住宅には駐車場の問題が

ございます。駐車場は、それぞれ佐世保市、江迎町、鹿町町とも若干違いまして、佐世保

市の場合は１,５００円から５,０００円まで、場所によって料金が若干違いがございます

が、必ず駐車料金もとらせていただいております。江迎町さんにおきましては、特段とっ

ていらっしゃらない状況。鹿町町さんにおきましては、場所によってはとられているケー

スもあればとっていらっしゃらないケースもあります。これについては、佐世保市の制度

を適用させていただきます。他都市と公平性を確保する点もございまして、駐車料金は合

併と同時に佐世保市に合わせてとらせていただきますということでございます。 
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 それから、もう１つお伝えしておかなければならないことがあるんですが、実は、それ

ぞれ町営住宅につきましては、共益費等を町のほうで集めていただいて処理をなさってい

るとお伺いしております。佐世保市はすべて自治会、例えばその住宅の中で１つの会をつ

くっていただきまして、そこで集めていただいて処理をしている。共益費の扱いも違いま

すので、これも合併と同時に佐世保市のほうに合わせていただきたいということの提案で

ございます。したがいまして、そういう準備、あるいは告知をきっちりやっていきながら、

影響が出ないように調整していきましょうというのがこの精神でございますので、そうい

う中でご理解をいただければと思います。 

 住宅使用料は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質問はございません

でしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

②協議第２８－２号 

【朝長会長】  ないようでございますので、次に、協議第２８－２号「補助金・交付金

等の取扱い（その２）」についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ７ページをお願いいたします。「補助金・交付金等の取扱い（その２）」で

ございます。今回は、そこの別紙項目という欄に掲げておりますように、１番目の防犯灯

の設置及び電灯料に対する補助金から５番目のパールマラソン大会補助金、この５件につ

きましてご提案を申し上げたいと思っております。 

 ８ページをお願いいたします。まず、第１点目の防犯灯の設置、電灯代に対する補助金

でございますが、まず、調整方針をご説明する前に、防犯灯の補助金はどのようになって

いるかを先に説明申し上げたいと思います。参考の真ん中の欄を見ていただきたいんです

けれども、防犯灯設置そのものに対してどういった状況であるのか、修繕に対してはどう

しているのかという整理で分けまして行っておりますが、佐世保市の場合は防犯協会を経

由して町内会へ補助をして２万５,０００円を限度にやっております。防犯協会と申します

のは、各警察署の管内でそれぞれ防犯協会がございますけれども、そこを経由して町内会

へ補助するということでございます。修繕につきましては補助を行っておりません。一方、

江迎町、鹿町町でありますが、防犯灯につきましては町が設置をして、維持管理をされて

いると。ただ、江迎町につきましては、下の電灯料の欄にも掲げてありますように、地区

の関係の分もございます。鹿町町は、すべてが今、町の管理ということで、設置もするし、

修繕もするというようなことでこれまで進められてきた経過がございます。 

 これについては、佐世保市の制度に合わせます。ただし、防犯灯の設置につきましては、

先ほど申し上げました防犯協会ですね。これは、佐世保市管内の防犯協会に入会するなど

準備がまず整った段階で佐世保市の制度に合わせましょう、それまでの間は直接、地区の

町内会のほうに補助することに切りかえますということでございます。したがいまして、

今、町のほうで設置、管理をなさっている分については、町内会、地区のほうに移行させ

ていただきますということになります。そうしますと、地区長、地区の方々に一定のご負

担も出てくるかもしれませんが、全市的な一体化を考えますとそのように移行していただ

くということで進めさせていただきたいと思っております。したがいまして、維持管理に
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つきましては、町の管理から地区の管理へ移行させていただきます。 

 次に電灯料でございます。電灯料は、佐世保市は前年度実績の１０割を補助している。

ほとんど電灯料は佐世保市が見させていただいておりますので、江迎町地区管理の方々に

ついてはプラスになります。ただ、もともと町が管理していらっしゃる分については、地

区のほうで管理をしていただくという形になるということでご理解をしていただければと

思います。 

 以上が、防犯灯、それから電灯料に対する補助金の調整でございます。 

 ９ページ、自治会等集会所等施設整備補助金ということで、いわゆる佐世保市で言いま

すと町内会、自治会、公民館で持っていらっしゃる公民館、あるいは集会所、町でいきま

すと地区公民館と多分呼んでいらっしゃると思いますけれども、そこに対する補助制度の

調整でございまして、まず、どういった状況にあるかと申し上げますと、佐世保市は、地

区集会所を新築する場合に３分の１補助で５００万が限度、増改築、修繕が同じく補助率

はすべて３分の１でございますけれども１６６万円。それから、そこに掲げておりますよ

うに、上下水道整備から掲示板まで限度額をこのような形の中で実施をしております。江

迎町におきましては、補助率が新築、増改築、修繕について２分の１補助で、それぞれ限

度額は２００万ということになっております。ただ、公共下水道に伴いますトイレ改修に

つきましては１０割ですから、１００％の１００万を限度として補助を行っていらっしゃ

る。鹿町町におきましては、新築、増改築、修繕が補助対象になっておりまして、非常に

補助が厚く、新築について７割まで補助、限度額もかなり高い中で設定をしてある。増改

築については２分の１補助ということになっております。限度額もないということで、そ

れぞれその市、町の特徴に応じて中身が違うということになります。 

 これにつきましての調整方針でありますが、佐世保市の制度に合わせます。ただし、江

迎町の補助金については、合併年度及びそれに続く５年間は経過措置を設けて、今の江迎

町の制度をそのまま適用させていただくということにしております。そうしますと、鹿町

町のほうが補助の程度は高いのに鹿町町については経過措置を設けないんですかという議

論が出てまいります。 

 １６ページ、１７ページを見ていただきたいんですが、よろしゅうございましょうか。

ここに鹿町町の集会所施設の一覧表ということで１７ページにお示しをしております。鹿

町町の集会施設につきましては、上から３番目、北鹿町地区の公民館が昭和３１年に建築

されておりまして、ここが一番古いんですが、大体平成に入られて建築され、まだ新しい

施設が多いとお伺いをしております。１６ページの資料の一番右側の上のほうに課題・問

題点とありますが、今、鹿町町のこの集会施設、自治会に当たりますが、１６ございます

けれども、ほとんどが今、早急に建築、あるいは急をようするところはないということで、

町のほうから報告をいただいておりまして、そのような状況でありますので、経過措置を

講じなくてもいけるんではないかということが専門部会でも議論され、幹事会でもそうい

うことにしましょうとなりました。 

 １４ページ、１５ページを見ていただきたいんですが、一方、江迎町につきましては、

特に、公共下水道への接続でございます。１５ページの施設一覧を見ていただきたいんで

すけれども、一番左側に下水と書いている欄がございます。黒丸と白丸がございますが、

黒丸の部分については既にこの公民館、地区公民館に下水道がもう接続済みの分でござい
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ます。今後、下水道の接続が必要となるということが見込まれるのが、真ん中の付近にご

ざいます田の元地区、次の次の東の木地区、一番下の岩下地区となっております。この中

で、１カ所につきましては、２１年度に接続予定ということがございまして、２２年度以

降になりまして接続予定が２カ所の公民館です。既に、この黒丸でお示ししてあるような

ところにつきましては、この１０割補助を使いましてなさっていますから、その公平性を

確保するためにも、今後、公共下水道接続予定のところの一定の配慮が必要であるという

ことから、９ページに戻りますけれども、江迎町の補助金については５カ年間この旧町の

制度を設けるという調整をするものでございます。 

 次に、１０ページをお願いいたします。３番目、教育・文化・体育関係補助金について

でございます。実は、教育・文化・体育関係の補助金が一番佐世保市と江迎町、鹿町町の

違いがあるんでございまして、佐世保市は教育・文化関係の補助金というのはほとんどや

ってございません。一方、両町におきましては、いろいろな観点から補助をなさっている

現状がございます。 

 資料の１８ページを見ていただきたいんですが、そこに今、教育・文化関係の補助金の

調整ということで書かせていただいておりますけれども、江迎町、鹿町町、例えば江迎町

におきましては、大きく区分を社会教育、スポーツ振興に分けますと、社会教育の中で補

助金として、例えば、２０年度予算ベースで文化協会に対する補助金は２９万２,０００円

なさっている。それから、地域のいろいろな伝統的なものであります祇園太鼓であります

とか、獅子舞太鼓、その他このようなことに対しても地域資源を保存していこうというス

タンスの中で支援補助をなさっておったり、公民館まつり等の開催につきましても支援を

する、音楽祭、４００歳ソフトボールほか、青少年健全育成補助金につきましてもこの３

項目に掲げておりますような補助をなさっている。スポーツ振興についても４件トータル

１６９万円の補助をなさっておる。 

 同じように、鹿町町におきましても文化団体、あるいは婦人会、若干の違いは江迎町と

はございますけれども、類似するものの補助がこれだけある。 

 一方、佐世保市は、このような補助金については、生涯学習推進事業補助金と申しまし

て、地区公民館単位で５０万円を限度に文化・教育関係を含めた生涯学習という視点での

補助がございます。それから、青少年育成地区活動費補助金、あるいは社会活動補助金等

ございますが、例えば、江迎町で地区生涯学習推進事業補助金についてまともに補助する

ということでございますと２０年度で２０８万６,０００円補助する必要があるんですが、

５０万の範囲でしかできませんけれども、この地区生涯学習推進事業補助金を３カ年間に

ついてこの中でそれを２０８万６,０００円分は見ていきましょうというようなことで調

整をする。同じように、佐世保市がある補助金の中で代替をして補助額をその分だけは条

項を改正して上げて、３カ年間は今の事業がきっちりできるように支援をしていきましょ

うということにしております。 

 ちょっと戻っていただきます。１０ページでございますけれども、調整方針です。今、

私が申し上げましたように、江迎町、鹿町町で行われている補助金については廃止をして、

合併年度及びそれに続く３カ年間は、今、申し上げましたような経過措置を設けまして、

佐世保市による補助メニュー、今言いました地区生涯学習推進事業補助金その他によって

代替をします。その間、見直しを行っていって、３年度が過ぎますと統一した制度に移行
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しましょうということで提案しているものでございます。 

 理由は、今、両町とも行われているものを佐世保市に合わせますと特徴がなくなってし

まうような状況も考えられますので、それでは地域の文化等々のせっかくの財産がなくな

っても困りますので、そのような措置をしていこうということでございます。 

 それから次、４番目、県民体育大会、スポーツ大会派遣補助金とありますが、これにつ

いては先ほどの教育・文化・体育関係補助金と同じように、佐世保市の制度に合わせまし

ょう。ただし、江迎町の県民体育大会を除きます県大会出場の補助金については３カ年間

経過措置を設けましょうということで、これも佐世保市の補助メニューで代替をしましょ

うということです。その間に見直しを行って統一した制度に移行しましょうということに

しております。 

 ２９ページを見ていただきたいと思います。この江迎町の欄の真ん中付近①スポーツ奨

励補助金の真ん中のところに交付基準というのがございます。佐世保市も鹿町町も県大会

の補助金は出しておりません。江迎町におきましては、この県大会の補助金がございます

が、佐世保市と鹿町町は県大会レベルでの補助金はございません。したがって、江迎町の

一人当たり日帰り３,０００円、そこに書いてあるとおりでございますが、これらについて

は３カ年間を経過措置を設けて対応しましょうということで調整を提案するものでござい

ます。 

 また１０ページに戻っていただきます。５番目のパールマラソン大会でございます。パ

ールマラソン大会につきましては、調整方針といたしまして、大会の自立を目指して、地

域主体で合併後も事業が継続されるときには補助を継続をしましょうというような調整方

針でございます。 

 ３２ページを見ていただきたいと思います。今、鹿町町のパールマラソン大会につきま

しては、毎年１２月の第一日曜日に開催されていて、大体１,０００人前後の大会のご参加

があるとお伺いをしております。町のほうから１２０万円、あるいは、１９年度は１５０

万円程度の補助をなさってきた経過がございます。実際、今、主催が町と教育委員会でな

さって、主管がパールマラソン実行委員会、事務局は教育委員会にあるということでなさ

っておりますが、この右側の一番下でございます。現状の課題・問題点と書かせていただ

いておりますけれども、今、この大会が実際的に運営がされておりますのは、真ん中付近

に書いておりますが、大会役員の約半数が町職員で頑張っていらっしゃいまして、町職員

の参加なしでは大会が成り立たない状況であるとお伺いしております。 

 佐世保市の場合は、ほとんどいろいろなイベント、事業については、地域、あるいは地

域の団体、あるいはいろいろなことを同一にするような実行団体をつくっていただいて、

その中で自主・自立的に事業を実施していらっしゃる例が多うございまして、それに対し

て一定行政のほうが支援していくというのが今の佐世保市の例でございます。これは、実

は、旧４町の場合も、このパールマラソンということではなくてもともといろいろな町を

挙げてなさるイベントというのが、ほとんど町職員、あるいは町皆さんが一生懸命になっ

ていただいてできていたようなイベントもございまして、それは全部自立の方向に持って

いきましょうということで、そこでいろいろなご不安とかご不満も出てきている部分もあ

るんですが、そういうような方向でやっていただいております。同じような観点でこれも

調整をするということで提案しているものでございます。 
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 ちょっと長くなりましたが、以上の件について提案をするものでございます。以上でご

ざいます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質問はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

【江迎町松田委員】  江迎町の松田ですけれども、１点だけお聞きしますが、補助金の

減額というのはやむを得ないと思うんですが、このスポーツの振興についての施設の利用

とかいうのは、後日出てくるんですか。というのは、既に合併された吉井、世知原を見さ

せてもらっているんですが、スポーツがどんどん廃れてきている。その件が、ものすごく

私たちが合併したときに心配をしているんですが、それは同時にスポーツを通して育成と

いうことは一番大事じゃないかなと思っておりますが、この件は特に国・県からも総合型

のスポーツをやりなさいということで指導が来ております。こういう場合に、施設の利用

とか、スポーツクラブの充実ということについては何か別の機会に話があるのか、それと

もＢクラスかＣクラスかＤクラスで既に話が終わっているのかをお聞きいたします。 

【朝長会長】  事務局、お願いいたします。 

【事務局】  私から言った後、専門部会からの補足をお願いします。 

 まず、教育施設その他の使用の仕方につきましては、使用料・手数料の取扱いの中で今、

例えば町の場合は無料で使わせてあります。佐世保は料金を取っていますので違いがあり

ますので、使用料の調整の中でこの協議会の協議事項として、今日、公営住宅使用料の提

案をいたしまして、これはその２でございます。その３以降に、この分については体育施

設、あるいは公民館施設でそのような使用料は、このような取扱いにしますと決めていき

ます。２番目のことにつきましては、専門部会の中で対応いただければと思います。専門

部会の、教育部会のほうからよろしくご説明をお願いしたいと思います。 

【スポーツ振興分科会長】  スポーツ振興課の岡本でございます。 

 今、総合型についてのご質問がございました。佐世保市では、総合型スポーツクラブに

ついては積極的に推進をしております。ちなみに、長崎県内では一番、全国的にも２５万

都市としては総合型の取り組みは進んでいるところでございます。 

 お聞きするところによりますと、江迎町さんも鹿町町さんもそれぞれ１つずつ総合型を

設立の準備をなさっているようでございます。私どものほうには、総合型を支援するため

の特別の委員会をつくっております。それぞれ設立までをご支援とか、設立後のサポート

というのを積極的にやらせていただいております。合併後は、そのまま本市の総合型の助

成制度を適用していけるものと思っております。 

 以上です。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。ほかにご意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、これぐらいで質疑をとどめて次に移ります。 

 

③協議第２９号 

【朝長会長】  次に、協議第２９号「公共的団体の取扱い」についてを議題といたしま

す。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ３３ページをお願いいたします。「公共的団体の取扱い」についてでありま
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すが、公共的団体の取扱いにつきましては、１市２町で共通の目的を持った公共的団体に

ついては新市の速やかな一体性を確立するために、各団体の実情を尊重しながら可能な限

り合併時に統合するよう調整に努める。統合に時間を要する団体については、将来の統合

に向けて検討が進められるよう調整に努めるということにいたしております。 

 ３４ページに、その公共的団体とはどのような団体か書いておりますが、要は、この公

共的団体につきましては、せっかく１市２町で合併をするわけですので、できるだけ同じ

ような団体、例えばＰＴＡ連合会があるとするならば、１つの団体になっていきましょう

と、そういう方向に向かうべきですねということを書いております。ただし、これは、行

政としてなりなさいということを強制はできません。したがって、努めるということにし

ています。それぞれの団体でまた今までの経緯等もございますでしょうし、可能であれば

一緒になってくださいというようなことを努めるという表現にいたしております。あくま

で統合するかしないのかというのは、その主体であるそれぞれの団体であります。この合

併協議の中でもそのようなことを、せっかく合併をするわけですから、できるだけ１つの

ものになれるものはなっていただきましょうということに努めましょうということを上げ

ているものでございます。 

 具体的にどのようなものがあるかというのをお示しをしておりますが、３６ページから

見ていただきたいんですけれども、これは事務局で調査しております。かなり１００％に

近いとは思っておりますが、抜けている団体がありましたらお教えいただきたいと思いま

す。Ａというものが同じ団体で、佐世保市でも江迎町でも鹿町町でも会になっている所な

どが、ここに掲げてあります佐世保人権擁護委員協議会から看護協会の県北ブロック協議

会までです。Ｂというのが、１市２町にある同じ団体、例えばＰＴＡ連合会、それぞれご

ざいます。例えば文化協会等もございます。会議所、あるいは商工会議所等もございます。

ということで、この同じような団体というのが３７ページの半分の上まででございます。

これらは、可能であれば、同じようなことをやっていらっしゃいますので１つの団体に統

合をするように努めていくのが方向性なのかなということでございます。それから、３７

ページの真ん中付近にございますＣでありますが、これは佐世保市だけにある団体の一覧

でございます。それから、３８ページ上にございますＤが、江迎町のみにある団体。Ｅが

鹿町町にのみある団体ということです。２地域のみにある団体がＦということで、団体が

どういうものかというのを一覧表として示しておりますのでご参考にしていただければと

思います。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質問はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますので、この件、これぐらいで質疑をとどめます。

次に移ります。 

 

④協議第３０－１号 

【朝長会長】  次に、協議第３０－１号「介護保険事業の取扱い（その１）」についてを

議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 
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【事務局】  ３９ページでございます。「介護保険事業の取扱い（その１）」についてで

ありますが、今回、ご提案を申し上げますのは、介護保険そのものの介護保険料の納付方

法等についてどのように調整をするのかということでございます。 

 介護保険料の基準保険料でありますが、その参考欄に掲げておりますように、佐世保市

の基準保険料は月額４,５１８円、江迎町が５,８５０円、鹿町町が５,２００円。したがい

まして、調整をいたしまして、合併と同時に佐世保市の制度に合わせて佐世保市で事務を

行いますとしておりますけれども、合併をいたしますとここの佐世保市の保険料に合わせ

ることになりますので、両町の対象となる方のご負担は軽くなる。これは、多分メリット

がある部分でございます。町民にとってメリットがあるということは、保険者である佐世

保市にとっては財政負担が増すということになりますが、そう大きな負担にならないから

このようにしましょうということでございます。 

 納入方法につきましては同じでございますので、特にこれは合わせても何の問題はない。

納期につきましても、それぞれ１０期でありますけれども、日にちが１日違いとかござい

ます。これは４１ページを見ていただけばわかるんですが、１０期でも、例えば佐世保市

は第１期が６月１６日から３０日までということで、スタートが１６日ですが、江迎は６

月１５日がスタートになっている。それくらいの微妙な差でございますので、鹿町町も同

じ１５日だったということになりますので、ここもそう問題ないだろうということで、佐

世保市に合わせて佐世保市で事務を行うということで提案するものでございます。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質疑はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、質疑をとどめ、次に移ります。 

 

⑤協議第３１号 

【朝長会長】  次に、協議第３１号「子育て福祉制度の取扱い」についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ４５ページでございます。「子育て福祉制度の取扱い」についてでございま

すが、大きく３件ございます。 

 １つ目が、公立保育所の運営管理についてでありますが、鹿町町の公立保育所は合併時

までに民営化、民間移譲を進めますという方針でございます。 

 ４７ページ、４８ページを見ていただきたいんですが、まず、江迎町の状況で申し上げ

ますと、公立保育所については１９年度、２０年度、町が当局の求めによりまして民営化

がなされておりまして、特段に２０年度から公立保育所はございませんので、調整をする

必要がないということでございますが、次のページ、鹿町町におきましては、現在、直営

で２カ所の保育所がございます。これについては、一番右側の上のほう、課題・問題点の

丸の３番目に書いておりますけれども、現在、鹿町町におきましては、行政改革大綱に基

づきまして民営化について現在、保護者の皆様へ説明会を開催し、理解を求められている

状況でございまして、いわゆる民営化に向けて今取り組んでいらっしゃる状況でございま

す。したがいまして、その状況等を十分斟酌をいたしながら、鹿町町の公立保育所につき
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ましては、合併までに民営化の一体を進めるということでの方針をとらえたものでござい

ます。なお、４８ページの具体的処理方法等に書いておりますが、合併まで民営化を進め

られて、どうしても合併時までに民営化の処理が間に合わない場合には、当然、新市のほ

うに引き継いでいくということでございます。 

 戻っていただきまして、４５ページの２番目でございます。放課後児童クラブの取扱い

についてでございます。放課後児童クラブの取扱いにつきましては、佐世保市の制度に合

わせます。４９、５０ページがわかりやすいので、こちらのほうで説明させていただきま

すけれども、実は、４９ページ真ん中の江迎町の欄でございますが、江迎町におきまして

は、そこに公設公営という表現が出ているのですが、この放課後児童クラブにつきまして、

直営ですね、公設公営でやっていらっしゃる。佐世保市も、次のページの鹿町町も公設民

営で行っております。したがって、同じような形で、今、江迎町さんは公設で公営、直営

なさっておりますけれども、これを民営という方向で合わせていただこうという提案でご

ざいます。どのようなことで民営化の方向性があるのかということを書いておりますのが、

４９ページの右側の下のほう、調整方針案・財政シミュレーションという欄があると思い

ますが、そこに書いておりますように、１つの方法として江迎、猪調小学校区にそれぞれ

保護者会を立ち上げてもらって、そこで運営を委託しますという方法が１つ。それから、

２番目といたしまして、江迎、猪調小学校それぞれの近隣の幼稚園、あるいは保育所があ

りますので、そちらに児童クラブの運営を委託することも考えられますから、これらのど

ちらかを採用するのは、町のほうで十分ご検討していただきましてやっていただこうとい

うことでの提案でございます。 

 それから、４６ページですが、３点目が乳幼児健診の取扱いについてでございます。調

整方針でございますが、佐世保市の制度に合わせます。ただし、江迎町と鹿町町の乳幼児

健診は現在の江迎町保健センターで実施する。今、当然、江迎町、鹿町町には保健センタ

ーがそれぞれございますが、一番利便性が高い江迎町の保健センターで実施をする。ただ

し、合併年度とそれに続く１年間の経過措置とします。１年間やってみて、その結果を受

けながら、受診状況を見て今後どうするかを検討していきましょうということでの提案で

ございます。 

 後で行財政調書を見ればわかるんですが、時間の関係もありますので口頭で説明させて

いただくのをお許しいただきたいと思うんですが、今、佐世保市は、中央保健センターを

佐世保市役所の向こうに建設中でございます。東部地区に保健センターがあります。北部

地区にはございません。それが今度、北部地区の構想をどうするかということもございま

すし、実際に、例えば保健所では当然できるわけでございまして、保健所というものが遠

いじゃないかというご意見もありますが、そこと保健所とつなげるということもございま

す。それらの利便性でどのようになるのかも見きわめていきながら今後、検討していく。

１年間を経過措置として、すみませんが１カ所とさせていただきましょうということにし

ておるものでございます。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、何かご意

見、ご質問はございませんか。はい、どうぞ。 

【鹿町町諸藤委員】  鹿町の諸藤でございます。まず、お礼を申し上げます。乳幼児健
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診の件なんですが、町内のお母さん方が佐世保まで赤ちゃんを連れていったら大変、駐車

場もないのにどうしたらいいのという声がたくさんあったんです。今日、議案を見ました

ら、江迎の保健センターで受診ができると。ほんとうに喜んでおります。ありがとうござ

いました。せめて経過措置を２年にしていただいたらという希望がございます。 

 以上です。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、質疑をとどめ、次に移ります。 

 

⑥協議第３２号 

【朝長会長】  次に、協議第３２号「地区組織の取扱い」について議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

【事務局】  ５５ページをお願いいたします。協議第３２号「地区組織の取扱い」につ

いてでありますが、江迎町、鹿町町の地区組織につきましては、佐世保市の町内会などの

自治組織と同様の役割を持つ組織として現行どおりに存続をいたします。 

 また、地区長制度は、合併時に佐世保市の行政協力制度に移行をします。今、両町は、

町長様のほうから委嘱をされまして、地区長としていろいろな活動を行っていらっしゃい

ます。佐世保と合併をいたしますと、佐世保市の制度は行政協力制度ということで、それ

ぞれの町内会、こちらは２町で言いますと地区のほうに委託をしていろいろな広報物を配

付してもらったりというようなことをやっております。そのような制度に地区長制度は移

行させていただきますから、現行の地区長の委嘱制度は廃止とさせていただきます。そし

て、後でまた説明いたしますけれども、地区長さんへの報酬、佐世保市の場合は委託料に

なるわけでございますが、このことにつきましても中が大分違いますので、経過措置を設

けましょうということで、地区長への委嘱業務は現在の個人委嘱から行政協力制度による

町内会への委託となりますけれども、合併翌年度から３年間は経過措置を設けて個人委託

として行えるようにいたします。それから、委託料についても、３カ年間で段階的に佐世

保市の水準に合わせます。当然、地区の呼称は合併後も継続するものといたしましょうと

いうことにいたしておりまして、これは次の５６、５７ページでございますが、まず、江

迎町におきましては地区の数が３１、佐世保市は４町と合併したこともございまして５６

５ございます。４町との合併前は４５０ぐらいございました。今は５６５あります。江迎

が３１。それから、５８ページを見ていただきたいんですが、鹿町町は１６。それぞれ地

区長さんの役割としては広報物文書の配付、回覧、募金活動、調査取りまとめ依頼、その

他必要なものというふうなことをやっておりますが、佐世保市の町内会長さんのお仕事と

そう大きく変わらないと思います。ただ、直接募金活動をやられるというのはなかなか少

ないという状況でありますけれども、それでも、実際その地区長さんの報酬というもので

違うものが出てまいります。 

 ５７ページをお願いしたいんですけれども、今、江迎町の地区長様に報酬として町から

ご支給になっておりますのが、それぞれ地区別に書いてある。例えば梶の村でありますと

２７万５,０００円でございます。これを佐世保に合わせて引き直しますと１１万８,４０

０円になるということで、年間でかなりの額が減少されます。３１地区でいきますと、影
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響額、一番右側の欄でございますが、一番下トータルでは約４８０万円ぐらいの減になる

ということでございます。したがって、激変緩和を図るという意味から、３年間段階的に

佐世保市の委託料に直していきましょう。１年目が７５％の水準、２年目が５０％、３年

目が２５％ということでやるということでございます。 

 ５９ページを見ておわかりのように、鹿町も同様に差がありますので、同じような措置

を講じていきたいということでございますが、地区長さんのほうには影響が大きい件にな

りますが、もしこの方針でいくとするならば、十分ご説明をして、地域の皆様、地区長様

にご理解を得るのが非常に大切なことじゃないのかなと事務局では考えております。 

 説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ただいまの事務局の説明について、ご質問、ご意見はございませんでし

ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、質疑をとどめ、次に移ります。 

 

⑦協議第５－１号 

【朝長会長】  次に協議第５－１号「まちづくり計画（新市基本計画）の策定」につい

てを議題といたします。事務局の説明を求めます。 

【企画調整部会長】  企画調整部会長の嶋田でございます。協議第５－１号「まちづく

り計画の策定」につきましては、企画調整部会のほうから説明させていただきます。時間

も押しておりますので、ちょっとボリュームがございますので、早口になろうかと思いま

す。あらかじめお許しいただきたいと思います。 

 今回、提案のまちづくり計画につきましては、ご承知のとおり合併新法第６条に基づき

佐世保市・江迎町・鹿町町合併を通じまして新しいまちづくりを進めていくための基本方

針等を定めるものでございます。本件につきましては、７月に開催の第１回協議会におき

まして作業スケジュール、策定方針にご承認をいただきました。その後、協議会委員の皆

様方等へのインタビュー、また、江迎町、鹿町町の住民の方々にアンケート調査等を実施

し、８月開催の第２回協議会で経過報告をさせていただいたところでございます。これら

の意向調査結果等を踏まえまして、計画の書き込み作業を行っておりました。一定、計画

素案として取りまとめておりますので、今回、提案をさせていただき、次回協議をお願い

するものでございます。 

 なお、この協議調整をいたします第６章の新市における県事業の推進、それから、財務

部会で作業をしております第８章財政計画につきましては次回提案をさせていただくこと

で考えております。 

 また、計画につきましては、これらの提案協議に複数回なるわけでございますけれども、

計画全体としての枠組みをお示しすることについて、また場を予定いたしております。あ

らかじめご了承いただきたいと思います。 

 計画案につきましては、企画調整分科会長のほうから説明させますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【企画調整分科会長】  早速でございますが、計画素案の概要につきましてご説明をさ
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せていただきます。 

 先ほど部会長も申しましたように、時間も限られておりますので、計画の一部提案、期

間等の基本的な事項、また、新市におけます施策や取組みに関しましては、特に、江迎町、

鹿町町にかかわる内容を中心に説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず、まちづくり計画（素案）の３ページをお開きいただきたいと思います。

第４節の計画の位置づけでございます。地方自治体がまちづくりの基本となります計画と

いたしまして、地方自治法第２条第４項に基づき佐世保市、江迎町、鹿町町、それぞれ総

合計画、基本構想が策定されております。したがいまして、合併後の新市のまちづくりに

おきましては、第６次佐世保市総合計画が最上位の計画となり、今回のまちづくり計画に

つきましては、主に江迎町、鹿町町を対象といたしました総合計画の内容を補完するもの

ということでその位置づけを行っておるところでございます。 

 このような位置づけを踏まえまして、佐世保市が平成２０年３月に策定いたしました第

６次佐世保市総合計画に掲げるまちづくりの構想や基本目標等をベースに、鹿町町、江迎

町の地域特性という面で２町の総合計画の内容及び地域意向の調査結果等を加味しながら、

書き込み等の事務作業を行っており、第６節の計画の期間についても、目標年次を第６次

佐世保市総合計画に合わせまして平成２９年度といたしまして、その期間を平成２２年度

から２９年度までの８年間というふうにいたしております。 

 まちづくりの基本方針である必要な事業の取組み、公共的施設の統合・整備に係る考え

方など合併新法で定めます要件に準じた構成に沿って計画の内容を説明させていただきた

いと思います。 

 それでは、５ページからの第２章地域の概要と主な課題に関してでございますけれども、

地勢、沿革、人口・世帯、都市機能、行財政の状況などといった新市の状況に関しまして

関連の統計数値データ等を用いまして整理した上で、地域におけます主な課題を８項目に

分けて取りまとめております。 

 なお、１０ページをお開きいただきたいと思いますけれども、１０ページに記載いたし

ております行財政の状況につきましては、１８年度の状況をお示ししておりますが、早期

健全化基準等が公表の対象になりましたことから、直近でございます１９年度の数値に変

更して次回お示ししたいと考えております。 

 それでは、主な課題につきまして１１ページから１２ページをごらんいただきたいと思

います。ここでは、主に、江迎町、鹿町町の住民の方々を対象に実施いたしました住民意

識アンケート調査等の結果に見られる地域意向を踏まえ整理いたしております。その地域

意向調査の結果概要につきましては、別添お配りさせていただいております「まちづくり

計画」策定に係る地域意向調査の結果概要について報告資料というものをお配りさせてい

ただいていますので、あわせてそちらの資料をごらんいただきたいと思いますが、まず、

１ページをお開きいただきたいと思います。 

 地域意向を把握することを目的に、まず、協議会の委員の皆様や、江迎町、鹿町町の各

界代表の方々に対しますインタビューを行っております。このインタビューの実施に当た

りましては、協議会委員の皆様にはお忙しい中、ご協力を賜りましてあらためて御礼申し

上げます。インタビューでは、１市２町のまちの特徴、新市におけます将来像や取り組む

べき事業等に関してお尋ねをしておりますけれども、それに対しお答えいただきました主
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なご意見については、この資料の３ページから４ページにまとめております。 

 また、もう１つの調査といたしましては、江迎町、鹿町町の住民の方々へのまちづくり

アンケート調査を行っておりまして、資料の５ページから記載いたしておりますとおり、

１６歳以上の住民の方々を対象にアンケート調査を行いました。 

 ６ページをお開きいただきたいと思いますけれども、この６ページに記載いたしており

ますような設問に対しまして、それぞれお聞きし、お答えをいただいているところでござ

います。 

 ７ページに記載しておりますが、回収率は２町合わせまして６３.４％、欄のところに書

いておりますが、比較的高い割合となっていると思います。 

 その結果に関しましては、この資料の８ページをお開きいただきたいと思いますが、総

括しておりますけれども、災害等に対しての安全・安心な生活環境、保健医療の充実、雇

用対策等を求める地域住民の方々の意向が見受けられます。そして、合併に対しましては、

行政運営の効率化や地域福祉の充実を期待する一方で、住民負担の増加や地域間格差を不

安視する傾向もあらわれているところでございます。 

 簡単ではございましたけれども、以上がインタビュー及びアンケートといった地域意向

調査の結果概要でございますので、この結果を踏まえましてまちづくり計画素案、先ほど

お開きいただきました素案の１１ページ、１２ページに記載いたしております８項目の地

域の主な課題として整理をさせていただいております。 

 次に、第３章主要指標の見通しについてでございますけれども、素案の１４ページ、１

５ページをごらんいただきたいと思います。ここでは、将来のまちの様子や規模等をあら

わす指標といたしまして、人口、世帯、就業人口の推計を行っております。１４ページの

欄に記載いたしておりますように、計画最終年度でございます平成２９年度の人口を２４

万８,７８０人、世帯数を１０万３,３９０世帯といたしておりまして、１５ページの表の

ところでございますが、就業人口を１０万８,１１０人と推計いたしております。 

 続きまして、第４章新市建設の基本方針についてでございますけれども、１７ページ、

１８ページに記載いたしておりますが、基本的には、先ほど申しましたとおり、第６次佐

世保市総合計画におけます基本構想の内容に準じて整理をいたしております。ひと（市民）

が中心のまちづくりを基本理念に、佐世保市、江迎町、鹿町町が一体となり、‘‘ひと育て

‘‘と‘‘まち育て‘‘をまちづくりの両輪として大切にしながら、恵まれた自然とともに市

民の元気で輝くまち、“キラッ都”佐世保を目指していくという思いを込めまして、新市の

将来像をひと・まち育む“キラッ都”佐世保、自然とともに市民の元気で輝くまちといた

しております。 

 また、この将来像の実現に向けましては、保健、福祉、教育、産業振興、環境、都市基

盤の整備等のまちづくりの取組みを１９ページ以降に記載いたしておりますけれども、７

本の基本目標で整理をいたしております。なお、これらの具体的な内容につきましては、

後ほど第５章の新市の政策の中で触れさせていただきたいと思います。 

 さらに、２４ページをごらんいただきたいと思います。第４節土地利用等の基本方針で

ございますけれども、新市におけます土地利用等の基本方針といたしましては、中心市街

地と周辺の各地域とが機能的に連携し合う機能連携調和型のまちづくりを進めることとい

たしております。なお、江迎町、鹿町町の都市構造上の位置づけといたしましては、その
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規模、都市規模等を考慮した上で、既に合併しております旧４町と同様に、合併地域とい

うゾーンとしての位置づけで整理をいたしております。この合併地域では、地域間の交流

促進、特色ある地域資源の活用によります地域振興等を軸に、地域との一体感の醸成を図

ることといたしております。 

 次に、第５章新市の政策に移りますけれども、２８ページをお開きいただきたいと思い

ます。まず、新市におけます取組みを項目的に整理いたしました政策体系でございますけ

れども、７本の基本目標とそれを下支えする都市経営の取組み、市民協働、行政経営、健

全な財政運営という都市経営の取組みを柱といたしましてまちづくりの分野ごとに右のほ

うに書いておりますように、３７の政策を今後展開していくといたしております。 

 ２９ページ以降に記載いたしておりますけれども、今回の計画では、新市の速やかな一

体化を促進するための枠組みといたしまして四つの一体化推進プロジェクトを選定いたし

ております。その内容といたしましては、地域ぐるみでの安全・安心な生活を守るまちづ

くりを進める安全・安心プロジェクト、それと、３０ページに記載いたしております自然

や歴史、文化等の地域資源を活用し、市民や来訪者等の多様な交流を進めます交流促進プ

ロジェクト、それと、３１ページに記載しております産業を支える人づくりや企業立地の

促進等により雇用拡大を図る雇用創出プロジェクト、総合的な環境教育、環境学習を推進

いたします環境市民プロジェクトという形で整理をいたしております。 

 続きまして、政策体系に基づきまして展開されます新市におけます具体的な取組みにつ

いてでございますけれども、３３ページ以降に記載いたしておりますのでごらんいただき

たいと思いますが、先ほども申しますように、時間が限られておりますので、特に、江迎

町、鹿町町との関連が強い取組み内容をピックアップしてご説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず、３４ページをお開きいただきたいと思いますが、基本目標の１のうち健康で安心

して暮らせる福祉のまちの政策３、高齢者の生活を支える環境づくりに関してでございま

すけれども、地域における要援護高齢者やその家族の生活を支える生活支援体制の充実に

対しまして中段のところに書いていますが、特に、江迎町・鹿町町において顕著に見られ

る人と人とのつながりや支え合いの機能を活用しながらという表現を用いて、取組みの方

向性を整理をさせていただいております。 

 次に、４５ページをごらんいただきたいと思います。基本目標４、あふれる魅力を創出

し体感できるまち、政策１、観光を生かしたまちづくりにおきましては、江迎町の江迎本

陣跡、鹿町町の北九十九島や長串山公園等、観光資源・観光施設を取り上げ、それらの活

用、整備を通じた観光振興の方向性を示しております。 

 同時に、４６ページの政策２、文化芸術に親しめる環境づくりを進めるためには、江迎

町の県指定文化財でございます江迎本陣跡、鹿町町の国指定史跡でございます大野台支石

墓群等の貴重な歴史・文化資源を取り上げまして、それらの調査・保護・活用を図ってい

くということにいたしております。 

 ５０ページをお開きいただきたいと思いますが、基本目標５、雇用を生み出す力強い産

業のまちにおきましては、政策４、水産業の振興におきましては、鹿町町の養殖フグ等の

水産物のブランド化等を推進することといたしておりまして、続きます５１ページの政策

５、雇用の創出と労働の安定におきましては、企業立地の促進に関しまして西九州自動車
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道の延伸、開通等による環境変化も視野に入れながらという文言を用いまして、取組みの

方向性を明確にいたしております。 

 以上、新市におきます取組みをピックアップして説明させていただきましたけれども、

これらの関連の書き込みに当たりましては、先ほど皆様方にご説明いたしました別途資料、

協議会委員の方々のインタビューや地域住民の方々に対しますアンケート調査を通じまし

て地域の意向を把握し、それを反映させる形で整理をいたしました。なお、計画策定にお

けます地域意向の反映状況に関しましては、別途取りまとめを行っておりますので、その

資料といたしましてはＡ３の資料としてお配りさせていただいていますまちづくり計画

（素案）における地域意向の反映について一覧表というものをお配りさせていただいてお

りますので、後ほどご参考までにごらんいただければと思います。 

 続きまして、第６章新市における県事業の推進に関しましては、先ほど部会長が申しま

したように、長崎県との協議・調整が一定整い次第、後日、別途提案させていただく予定

でございますし、また現在、財務分会で作成中の第８章財政計画とあわせまして１１月に

開催される次回の合併協議会において提案させていただくよう事務を進めているところで

ございますので、どうぞご了承いただきたいと思います。 

 以上、簡単でございますけれども概略、第６章の県事業の推進及び第８章の財政計画を

除きましたまちづくり計画素案の概要につきまして次回の協議会のご審議に当たっての説

明を終わらせていただきます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの企画調整部会の説明について、何

かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。はい、どうぞ、林さん。 

【江迎町林委員】  時間のないところ、すみません。住民意識アンケートの調査結果と

ありますけれども、町別の調査結果を出していただけないかということで。 

【朝長会長】  町別のアンケート結果。はい、どうぞ。 

【企画調整部会】  それでは、町別にしておりますので、その集計は後日、次回のとき

にでもお配りしたいと思います。 

【朝長会長】  次回でよろしゅうございますか。 

【江迎町林委員】  はい。 

【朝長会長】  ほかございませんか。はい、どうぞ。 

【佐世保市久池井委員】  今回、基本的に次回協議事項として提案をされているんです

けれども、第６章、第８章以外については次回、きちんとした形で方向性を定めるという

ことで理解をして、我々は研究、検討をしてこないといけないということですか。そこら

辺のことを確認をしたいんです。 

【朝長会長】  はい、どうぞ、事務局長。 

【事務局】  ただいまの件でありますが、まず今回、６章、８章以外の分の素案を出し

て、持ち帰って十分見ていただきまして、おかしい点、ご質問の点があれば検討、研究を

してもらう。次の回に６章、８章合わせました素案をお出しします。したがいまして、そ

れを決定していただくのは次の回になりますので、２カ月間を要しながら素案を検討して

いただくということで考えております。 

 以上でございます。 

【朝長会長】  よろしゅうございますか。 
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【佐世保市久池井委員】  はい。 

【朝長会長】  ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございましたら、これぐらいで質疑をとどめたいと思います。 

 以上で、提案されました協議第２６－２号から協議第５－１号の７件につきましては、

終了いたします。 

 これらの項目については、次回の協議会で結論を得ていきたいと思いますので、よろし

くご検討のほどお願いをいたします。 

 

（５）報告事項その１ 

【朝長会長】  それでは、次の報告事項その１に移ります。 

 協議第１２号「議会の議員の定数及び任期の取扱い」については、第２回協議会の折に、

協議の進め方として、まず、佐世保市議会、江迎町議会、鹿町町議会で協議を行い、その

協議結果を受けて協議会全体で協議を行い、取扱い方針を確認してということでご了承、

ご決定をいただいておりました。そこで、１市２町の議会委員の皆様にはご多忙な中、協

議を重ねていただき、その取扱いの方向性について決定した旨のご報告を受けております。 

 今回、その協議結果について佐世保市議会長である松尾委員より協議会の場でご報告を

受けたいと考えております。それでは、松尾委員、よろしくお願いいたします。 

【佐世保市松尾委員】  ８月の２６日に江迎町で行いました法定協議会の中で提案され

まして、今、会長が言われたとおりでございます。私ども、３回にわたり協議を行ってき

ましたが、その結果、江迎町議会議員並びに鹿町町議会議員につきましては、在任特例及

び定数特例とも活用せず、失職することに決定いたしております。 

 以上報告を終わります。 

【朝長会長】  ありがとうございました。久池井委員は何か補足はございませんか。 

 ただいまの報告につきまして、江迎町議会の議員さんから何か補足意見等はございませ

んでしょうか。 

【江迎町安富委員】  ありません。 

【朝長会長】  鹿町町議会の委員さんから何か補足意見はございませんか。 

【鹿町町宮田委員】  ありません。 

【朝長会長】  ありがとうございました。 

 ほかの委員の皆様にご意見等をお伺いする前に、事務局よりこのことについて何か説明

はございませんでしょうか。事務局長、どうぞ。 

【事務局】  それぞれご報告がございましたけれども、この協議第１２号「議会の議員

の定数及び任期の取扱い」の今後の協議の進め方について私からご説明申し上げたいと思

います。 

 本日のご報告を受けまして、次回の協議会におきまして協議会として正式に提案をして

協議事項としてこの件をご協議いただきたいと思います。今、それぞれ議会の代表の委員

の皆様から方向性は出されましたので、これを協議会として正式に提案をして協議をいた

だくということになるわけでございます。ご承知のように提案事項と協議がございます。

提案事項は、今日提案した次回に論議をして決めている。協議事項は提案をしてその場で
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決めていただくことが協議事項でございます。この場合、実際に今、議会委員の皆様から

提案されたと同じような状況にありますので、協議事項として取り扱わせていただきまし

て、次回提案をして当日ご決定していただくことになると考えています。その場合に、本

日の議会委員からの報告がベースになりますので、事実上、今日から持ち帰って検討する

期間があると考えられますので、そのような進め方を行いたいと思っているものでござい

ます。 

 あわせまして、協議第１３号「地域審議会・協議会の取扱い」についてのかかわりもご

ざいますので、このことについて協議会で議論していただくためにも、次回協議会でこの

協議第１２号を協議決定していただくことが必要ではないだろうかと事務局では考えてい

るところでございます。 

 事務局からの補足説明は以上でございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、各委員の皆様、松尾委員から、そ

して事務局から説明がございましたが、何か質疑やご意見はございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ないようでございますのでこのくらいにとどめさせていただきたいと思

います。 

  

（６）報告事項その２ 

【朝長会長】  それでは、次に、報告事項その２に移ります。 

 報告第３号事務事業の調整結果報告（調整案件Ｂ以下幹事会調整事項）については、報

告第３－７号「総務部会の事務事業の取扱い」についてから報告第３－１１号「水道部会

の事務事業の取扱い（その１）」についてまで一括して事務局の説明を求めます。 

【事務局】  委員の皆様には大変分厚い資料を差し上げまして申しわけございませんが、

説明は簡単にとどめさせていただきます。 

 報告第３－７号「総務部会の事務事業の取扱い」とありますが、１ページを開いていた

だきますと、それぞれ事務事業管理表ということで、この項目については次のような調整

をしているということで掲げております。先ほどからご論議いただいておりますように、

すべてこのような調整方針を出すために行財政調書をつけまして幹事会の中でお決めいた

だきましてご報告をしているということでございます。 

 総務部会の案件は２４件ございますが、総務部会でありますので、市の内部事務のこと

でございます。したがいまして、直接住民サービスに深くかかわるというような問題では

ございませんので、ここは見ていただけばよろしいのかなと考えております。ただし、一

番最後の分で、長崎県市町村総合事務組合についての調整方針と出ておりますけれども、

この分は職員の退職金の関係する一部事務組合でございまして、これは佐世保市にもござ

いますし、両町にもございます。したがいまして、一本で組合員として入っていくという

ことでしておるところでございます。あと、ここに掲げておりますのは、ほとんど内部の

ものでございますので、特段この協議会の中で問題になるような案件はございません。 

 次に、３－８号「都市整備部会」についてでございます。これも開いていただきますと、

使用料・手数料、それから部会の取扱いとございますが、使用料・手数料についても、大

きく問題のある件はございませんでしたので、Ｂランクということにいたしております。
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都市整備部会は、それぞれこの１市２町の比較を見てもらえばおわかりのように、大体佐

世保市の制度統一に差し支えのある問題がちょっと多くございました。ただ、次のページ

をあけていただきますが、上から５番目に安全・安心住まいづくり支援事業その他業務と

いうことで、これが佐世保市の制度に合わせますが、鹿町町において地すべり危険区域に

おける家屋移転等の助成等もございまして、補助の制度が厚かった分があったんですが、

佐世保市のいろいろな融資制度等で代替をさせていただくということで廃止をさせていた

だいて佐世保市に合わせるということで、専門部会ではこういうふうにしております。あ

とはそう大きな問題になるのはなかったんではなかろうかということでございます。ただ、

内容を見ていただいて、何かあれば次回等でもご質問、ご質疑があればなさってもらって

結構でございます。 

 次に、３－９号「市民・町民部会の事務事業の取扱い」についてでありますが、これは

７６件ございます。非常に厚くて見るのも嫌になるような感じもするかもしれませんけれ

ども、まず、使用料につきましては特段問題はございません。補助金関係については、総

括的に申し上げますと、両町の制度が手厚い場合につきましては、経過措置を設けるべき

と思われるものについてはＡランクの協議項目同様に経過措置を設けたりいたしておりま

す。それが３年とか５年とか、そういう経過措置を設けているものがございますので、後

で詳しく見ていただければと思います。あと、同じ制度につきましては、基本的に佐世保

市の制度に合わせるという中で行っております。６/８を見ていただきたいんですが、上か

ら３番目に窓口業務の戸籍事務の戸籍事務処理というのがございますが、佐世保市の制度

に合わせますと書いておりますが、この戸籍事務処理の中で誕生祝い金制度がそれぞれご

ざいます。佐世保市は３子以降が２万円、江迎は３子以降が１０万円、鹿町町は制度がな

いという違いがございますが、非常に金額的な差はございますけれども、実は、世知原町

の場合、たしか２０万補助をされていたというのを結果的に佐世保市に合わせるというこ

とに、１年間だけは経過をとったような記憶がございますけれども、ただ、額的な問題は

ありますけれども、この分については佐世保市に合わせるということで統一をしておりま

す。あと、同じような部分で、両町が制度等については一定やむなしということで佐世保

市に合わせたものもあれば、影響が一定あるものにつきましては、Ａランク協議と同じよ

うに経過措置を設けるというのもございますので、後で吟味していただければと思います。 

 次に、３－１０号「子ども未来部会」について。これも７２件ございます。あけていた

だきまして、総括的に申し上げますと、この子育て支援事業が、子育て、あるいは子供育

成対策につきましては、すべてとは申しませんけれども、おおむね佐世保市と制度が同じ

であったり、あるいは佐世保市のほうが施設等があってできるもの等がありますので、ほ

ぼ佐世保市に合わせるということになっておりますが、大きな視点で申し上げますと、両

町の住民の方々にとってはプラスになる分が多いんじゃないかと、事務局ではこのように

認識をいたしております。これも後で見ていただければと思います。 

 それから、最後、水道部会でございます。今回２１件の報告をいたしておりますが、上

水道の関係で今回、報告をして、次回以降に下水道関係を報告をするということにいたし

ております。若干申請等の手数料の違い等がある部分もございますが、そう大きく影響が

あるという問題は少ないということでＢランクにさせていただいております。また、水道

部会事業の取扱いはほとんど施設の管理とか、あるいは水道事業自体の問題、配水管の維
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持管理をどうするのかとか、ポンプ所の維持管理をどうするのか、その辺のものが中心で

ございますので、ここもおおむね佐世保市に合わせると、あるいは、すぐ合わせられない

ものについては合併までに随時調整をするという方向で専門部会で合意を得ておりますの

で、報告をさせていただきたいと思います。 

 ちょっと簡単で申しわけございませんが、ちょっと時間の関係もありますので、以上で

報告事項その２でありますけれども、トータル２２６件、今回はＢランク以下の事業につ

いて幹事会の中で決定していただいたことを協議会に報告するものでございます。以上で

ございます。 

【朝長会長】  ありがとうございました。ただいまの説明について何か質疑、ご意見ご

ざいませんでしょうか。はい、どうぞ、林さん。 

【江迎町林委員】  すみません、どうも。「市民・町民部会の事務事業の取扱い」の中の

２９ページに取扱いについてあるんですけれども、一応、うちのほうの担当からお聞きし

たんですが、活動実績がないため江迎町の少年団は廃止され、将来少年団が設けられれば

佐世保市の制度を適用するとなっているんですが、交通安全協会の運営方法になると存続

されるということでしょうか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【交通安全対策分科会長】  交通安全対策課の川嶋でございます。ご質問の指摘につき

ましては、交通少年団という組織の実態がございます限り、安全協会に属するとかそうい

ったことではございませんで、補助金の支出を考えているということでございます。以上

でよろしいでしょうか。 

【江迎町林委員】  ということは、今のままで存続できるということですか。 

【朝長会長】  はい、どうぞ。 

【交通安全対策分科会長】  一応、事務局で当初から折衝してきた段階では、合併後廃

止されると聞いておりましたという経過がございまして、このような表現をさせていただ

いておりますが、交通少年団がこのまま残るということであれば補助金の支出対象となり

ます。交通少年団が団体として組織されていればという前提ではございますが、そういっ

た考えでおります。 

【江迎町林委員】  はい、わかりました。 

【朝長会長】  よろしいですか。 

【江迎町林委員】  はい、ありがとうございました。 

【朝長会長】  ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ほか、ないようでございましたら、また次回以降の協議会でも出してい

ただくことができるんじゃないかと思いますので、どうぞ十分にご研究をいただきたいと

思います。 

 特に問題、意見等がなければ協議会としてご報告を承認することで取扱いたいと思いま

す。今後とも報告事項がたくさん出てまいりますが、以降も同様の取扱いといたしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それではそのように取り計らいます。 



 -44-

 以上で報告事項を終了いたします。 

 

４.その他 

【朝長会長】  それでは次に移ります。次回日程についてで事務局から説明をお願いい

たします。 

【事務局】  次回日程、６０ページでございますけれども、順繰りですみません、佐世

保、町で回っております。次回は佐世保でございまして、１１月２８日金曜日、２時から

佐世保市鹿子前町の九十九島観光ホテルで開催したいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

【朝長会長】  ただいま事務局が示した次回協議会の日程、そして会場でよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  ありがとうございました。それでは、次回の協議会の開催日は、事務局

の説明のとおりの日程で開催することといたします。 

 そのほかに事務局の方から何かございませんか。 

【事務局】  特にございません。 

【朝長会長】  ほかに委員の方々、ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

【朝長会長】  それでは、ご質問、ご意見もないようでございますので、協議会を閉じ

たいと思います。 

 

５.閉会 

【朝長会長】  本日はどうもお疲れさまでございました。皆様のご協力に感謝して、会

を閉じさせていただきます。 

 

―― 了 ―― 


